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議 事 日 程 
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日程第 １ 一般質問 
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開会 午前９時３０分 

 

○議長（橋本謙司君） 

  皆さんおはようございます。 

  会議を開始する前に局長から報告があり

ますので、よろしくお願いします。 

（東浦事務局長より報告） 

○議長（橋本謙司君） 

  ただいまの出席議員は１１名であります。 

  定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程はお手元に配付のとおり

でございます。 

  日程第１「一般質問」を行います。 

  昨日に引き続き、順次発言を許します。

質問者は質問者席に登壇して質問を行って

ください。 

  持ち時間は質問及び答弁を合わせて５０

分といたします。 

  寺脇直子議員を指名いたします。 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  おはようございます。 

  議長より御指名をいただきましたので、

寺脇直子、一般質問をします。 

  まずは豊能町の重要な問題であるダイオ

キシン問題について質問します。 

  平成９年に発生して以来、２０年経過し

たダイオキシン問題について、昨年８月に

豊能郡環境施設組合が持ち帰った廃棄物は、

現在、豊能町内の３カ所の建屋内に仮置き

されています。この廃棄物のダイオキシン

含有量は最大で１グラム当たり１８ナノグ

ラムであり、コンクリート固化されている

ことからそのまま埋立処分を行っても安全

性に問題はない状況であります。また、コ

ンクリート固化等の措置が講じられた廃棄

物は全国的に通常の一般廃棄物として埋め

立て処分が行われており、平成２６年度の

実績では最大で１グラム当たり８８ナノグ

ラムのダイオキシンを含む廃棄物が埋め立

て処分されています。地元自治会にはこの

ような廃棄物の安全性に関する理解が得ら

れ、来年の１０月末までの仮置きが了解さ

れています。しかしながら、残された期間

はあと１年であり、一日も早く最終処分へ

の道筋をつけなければなりません。現在、

最終処分に向けてどのように取り組んでい

るのか、進捗状況についてお伺いいたしま

す。 

○議長（橋本謙司君） 

  事前に申し上げます。寺脇議員にも事前

に申し上げてますけども、暫時休憩します。 

○議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  おはようございます。お答えを申し上げ

ます。 

  先月１１月ですけれども、１７日の豊能

郡環境施設組合議会において施設組合の事

務局長から、寺脇議員からの同様の質問に

お答えしておりまして、同じ答えとなりま

すけれども改めてお答えをさせていただき

ます。 

  まず最終処分に向けての取り組みでござ

いますけれども、施設組合は廃棄物処分候

補地を余野地内で選定して協議を進めてお

りました。けれども、３カ所の余野自治会、

町内会におきまして廃棄物処分候補地の案

が容認されませんでした。このようなこと

から、施設組合及び豊能・能勢両町は処

理・処分用地を決定するために、現在、複

数の自治会と協議を行っているところでご

ざいます。協議を行っている自治会とは自

治会長さんや役員さんと協議を重ねまして、

必要な資料の提供や候補地決定に際して条
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件面などを詰めているところでございます。

処理・処分の候補地の選定や、場所が決定

した場合、議員の皆様の御協力もよろしく

お願いしますと施設組合議会では申し上げ

ておったところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  まだ最終処分の場所や方法は決まってい

ませんが、地元住民の方々が安全・安心と

納得されるためには処分方法の科学的根拠

を説明する必要があります。昨年、豊能町

内で仮置きした後、大阪府は両町と施設組

合に対して廃棄物を最終処分する二通りの

方法を示しています。一つ目は遮断型の埋

立処分で、水を極めて通しにくいように配

合された鉄筋コンクリート構造物の中に廃

棄物をそのまま封じ込めるものであり、排

水処理の必要がないことなどから維持管理

が比較的容易に行える処理方法であり、費

用は設置場所や地盤状況によって変動しま

すが、管理費を含め府の概算で5,０００万

円程度と見込まれています。二つ目は廃棄

物を熱分解により中間処理した上で埋め立

て処分する方法がありますが、ダイオキシ

ン類を高温の水蒸気の作用によって分解処

理した上で処理後の廃棄物を埋め立て処分

するものであります。この方法は含まれて

いるダイオキシン類をほぼ完全になくして

しまうものであり、中間処理するプラント

を一から建設して運転する必要があること

から、その費用は新たに処分場を設ける場

合に比べて高額であり、府の概算で７億円

程度と見込まれています。処理した後の廃

棄物は埋立処分が必要であり、処分場の設

置費と最低１０年間運転管理するとして、

その管理費等を合わせて4,０００万円から5,

０００万円程度が必要となります。両町の

財政規模を考えるとこれらの費用は大きな

負担となります。また、今回の廃棄物の最

終処分の費用は特別交付税の対象となるの

か、また交付の見通しは立っているのかお

伺いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  暫時休憩します。 

○議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  おはようございます。 

  寺脇議員からは組合議会でも同じ質問が

ございまして、組合の事務局長がお答えを

したところでございます。国の政令ではダ

イオキシン類による環境汚染の防止及びそ

の除去に要する費用・経費のうち、特別交

付税の算定の基礎として総務大臣が調査し

た額に0.８を乗じて得た額とするというふ

うにされておりまして、組合が今後行いま

す最終処分については特別交付税の対象と

なるというふうに考えております。しかし

ながら、国・府に対しましては豊能町・能

勢町両町の組合の負担金の額、これが決ま

らなければ、つまり処理の場所と方法が決

まらなければ交付税の申請ができないとい

うことでございますので、まだ具体的な話

はしておりませんが、交付税のお願いはし

ております。大阪府からは積極的に支援を

するというようなお答えを頂戴をしており

ます。 

○議長（橋本謙司君） 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  熱分解処理は費用が高額になりますので

特別交付税を全額確保することは非常に難

しいと思います。安全に外部と遮断して埋

め立て処理する方法が両町の財政規模を考
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えてもすぐれていると思います。廃棄物の

保管について残された期間はあと１年であ

り、処分に必要な期間を考えると最終処分

の具体的な場所や方法が決定されるべき段

階にきています。豊能町の今後の発展のた

めにも両町と施設組合でこの問題について

早期解決に向けて取り組む必要があります。 

  それでは次の質問に移ります。 

  水道事業について。 

  １２月議会では１８％値上げの議案につ

いて説明がありました。豊能町が１８％値

上げをすると大阪府下で一番水道料金が高

くなりますが、１８％値上げの根拠につい

てお伺いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  板倉上下水道部長。 

○上下水道部長（板倉廣幸君） 

  おはようございます。 

  それでは御質問に御回答させていただき

ます。 

  平成２９年度以降は累積欠損金が生じる

見込みとなっていることから、算定期間を

平成３０年度から平成３２年度までの３年

間とする平均改定率１8.１７％の料金改定

をするもので、平成３２年度末での累積赤

字を出さないよう設定したものでございま

す。 

○議長（橋本謙司君） 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  累積赤字の解消ということなんですけれ

ども、豊能町は高齢化率が非常に大阪府下

でも高く、今後年金暮らしの人もふえてく

ると思われます。１８％値上げで住民の皆

様に負担してもらうだけでなく、他市町村

のように一般会計や内部留保基金を取り崩

すなど、住民の皆様の水道料金の値上げを

抑制することは考えていないのでしょうか。 

  また、私も１０月１７日の値上げの説明

以降、千早赤阪村、川西市、猪名川町、箕

面市に水道事業について値上げについて確

認に調査に行きましたけれども、どこの市

町村も公共料金を値上げするときは一般の

公募、ＰＴＡ、学識経験者、商工会議所、

公認会計士など１０名程度で何パターンも

水道料金のシミュレーションを出して、値

上げの場合も値下げの場合も何度も審議を

しています。公共料金の値上げについて豊

能町のように十分な審議会も開催されず、

住民に対して説明もなく唐突に１８％値上

げをして採決をとるような自治体はほかに

はないと思いますが、その点についてお答

えください。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  板倉上下水道部長。 

○上下水道部長（板倉廣幸君） 

  お答えさせていただきます。 

  まず、他市町が一般会計から水道事業に

繰り入れをしているということでございま

すが、その一般会計からの繰り入れをどの

ような繰り入れのことを指して寺脇議員が

おっしゃっているのかわかりませんけども、

豊能町にも一般会計からの繰り入れがござ

います。これは基準内繰入、基準外繰入と

いうことで繰り入れをしておりますので御

理解をいただきたいと思います。 

  あと、内部留保金を使って赤字の補填を

してるというふうな御質問だったと思いま

すけども、水道事業でそのようなことをし

ているところは聞いたことがございません。 

  それと審議会の件でございますが、これ

につきましては過去に１度懇話会、審議会

ではないんですけど、懇話会というのを開

いておりまして、平成９年ごろだったと思

います。そのときに３年に１度ぐらいの値

上げをということで水道事業はやっていき
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なさいよというような答申をいただいて、

その後、水道事業のほうはやってきたわけ

でございます。今回の値上げにつきまして

は、平成２２年に値上げをさせていただき

ました。そのときに平成２４年度も値上げ

をお願いしていたわけでございますが、そ

れが議会の修正でかなわなかったというこ

とがございまして、それの積み残しといっ

たらあれですけども、そういうことがあり

まして今回、ずっと今までも値上げをしな

ければならなかったので、水道事業で今回

値上げをさせていただいたというふうに考

えておりますのでよろしくお願いします。 

○議長（橋本謙司君） 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  昨日も質問に出ていたんですけれども、

総務省のこの自治財政局公営化企業課の公

営企業の料金のあり方についての総務省か

ら資料が出ています。この総務省の資料に

は、公営企業における料金の改定スケジュ

ールについて、料金の改定は議会・住民の

理解が必要であることから、経営状況を見

える化し、議会・住民に適切なプロセスで

料金改定、値上げの必要性を説明し、値上

げについて納得してもらうことが重要であ

ること。最終的に条例改正を審議するため

の議会説明が最も重要であるが、それが外

部審議会というのはおよそ５カ月から６カ

月間の運営が実質的には重要な位置づけと

なること。またこれらの説明に際してこれ

までの一定の経営努力をあわせて説明する

ことも重要だと、総務省の資料では述べら

れています。今回の値上げ案についてはこ

のような総務省が述べているような改定ス

ケジュールを行っておりません。その点に

ついて総務建設水道常任委員会でも審議し

たいと思います。平成３１年に企業団統合

の覚書を交わしている状況です。企業団統

合の条件として、統合までに累積赤字の解

消策を提示することが条件となっておりま

す。必ずしも累積赤字を全て解消しておく

ことが条件ではありません。平成２９年度

の単年度損益欠損金、そして平成３１年度

の企業団統合の条件である累積赤字の解消

策はどのような対策を考えているのかお伺

いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  板倉上下水道部長。 

○上下水道部長（板倉廣幸君） 

  お答えいたします。 

  確かに企業団との統合条件におきまして

は、寺脇議員が今おっしゃったとおり赤字

の解消策、赤字があれば赤字を解消しとき

なさいよと、その解消策、解消できなけれ

ば解消策を持って統合という形になってお

ります。たまたま今回の料金改定と企業団

との統合の時期がたまたま一致したもので

すからちょっとわかりにくい部分はあると

思いますけども、今回の値上げにつきまし

ては企業団との統合ということを前提に改

正をお願いするものではなくて、先ほども

申しましたように豊能町の水道事業が今後

も赤字が続くということで、今後最低３年

間は料金改定をしなくていいように改定を

するものでございますのでよろしくお願い

します。 

○議長（橋本謙司君） 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  豊能町は一庫ダムや古江浄水場から受水

しており、それぞれ受水に費用がかかって

います。平成３１年の企業団統合に当たり、

一庫ダム、古江浄水場を廃止、休止、受水

量を下げた場合、どの方法を検討している

のかお伺いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 
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  答弁を求めます。 

  板倉上下水道部長。 

○上下水道部長（板倉廣幸君） 

  まず御質問にお答えする前に、今、寺脇

議員は御質問の中で、一庫ダム、池田市の

古江浄水場から受水しておりそれぞれ受水

に費用がかかっているというようなことを

おっしゃいましたけれども、実際は一庫ダ

ムからは受水はしておりません。本町は一

庫ダムからの放流水を池田市の古江浄水場

で浄水処理した水を受水しておるというこ

とですので、よろしくお願いします。 

  では御質問にお答えさせていただきます。 

  どの方法を検討しているのかという御質

問でございますが、これにつきましては既

に御説明をさせていただきましたが、大阪

広域水道企業団との統合に向けた検討協議

を行っている中で、自己水、池田からの受

水でございますが、これのあり方について

も検討をしております。その検討内容でご

ざいますが、まず廃止した場合、次に休止

した場合、そして現状の１日最大受水量8,

０００立米とした場合と、１日最大受水量1,

１００立米に縮小した場合の４案全てにつ

いて検討をしております。そして平成３１

年度から平成６６年度までの４案それぞれ

の費用の総額、年平均額等の御説明をさせ

ていただいたとおりでございます。そして

費用面、安全面、危機管理の観点などから

総合的に判断し、二元給水を維持するため

に１日最大受水量1,１００立米に縮小した

場合での受水としたものでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  企業団統合に当たり、豊能町単独経営と

企業団統合経営とどちらがメリットがある

のでしょうか。また、それぞれの場合につ

いて豊能町の水道料金や財政状況の長期的

展望はどのようになるのかお伺いいたしま

す。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  板倉上下水道部長。 

○上下水道部長（板倉廣幸君） 

  町単独経営と企業団統合経営とどちらが

メリットがあるのかでございますが、これ

まで全協等で御説明させていただきました

とおり、企業団統合のほうがメリットがご

ざいます。まず定量的メリットとしまして、

施設や管路の更新等の工事に対し、企業団

と統合することにより国の交付金がござい

ますが、町単独でこれを行いますと交付金

はございません。また、企業団と統合する

ことによりダウンサイジングも可能となり、

更新費用や維持管理経費の削減を図ること

ができます。これら統合に伴う効果額は約

１６億8,０００万円を見込んでおります。

また定性的メリットとして、業務の一元化

等による効率化や企業団の組織力と技術力

を生かして非常時の対応の充実や確実な技

術の継承が見込めます。 

  次に豊能町の水道料金や財政状況の長期

的展望でございますが、企業団統合経営の

ほうが将来の水道料金の値上げの時期をお

くらせるとともに、値上げ幅の抑制を図る

ことができ、より安定した経営が可能とな

ってくると考えております。 

○議長（橋本謙司君） 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  企業団統合経営のほうがメリットがある

とのことでしたが、そうだと思います。ま

た詳細については総務建設水道常任委員会

で審議します。 

  それでは次の質問に移ります。 

  新光風台太陽光発電問題について質問し

ます。 
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  新光風台の太陽光発電施設のトラブルに

関して、一つは新光風台４丁目の山側に宅

地造成等規制法に違反し無許可で大量の建

設残土が搬入され、その上に大規模な太陽

光発電施設が設置された事案。二つは兵庫

県川西市に計画中の施設でありますが、隣

接する豊能町側の住民が防災や景観の阻害

等の点を懸念し設置自体に反対している事

案。太陽光発電問題により新光風台の住居

は不動産会社からも売却価格がつかないと

の答えも返ってきていると住民の皆様から

お伺いしております。資産価値も大幅に低

下している状況です。さらに土砂災害、突

風災害を初め公害、騒音、交通被害など、

いずれも住民の皆様は不安に思い、早期に

解決してもらいたいと願っています。こと

しの３月に、隣接する兵庫県において太陽

光発電施設等と地域環境との調和に関する

条例が制定されたことから、大阪府の５月

議会でも住民の安全・安心が確保できるよ

う条例を制定すべきと取り上げられました。

大阪府は太陽光発電に関する問題について

引き続き国市町村との役割分担の中で有効

な対策について検討していくとのことです

が、新光風台の太陽光発電のトラブルにつ

いて、問題の現場である豊能町としては現

在どのような調査、分析、検討を行ってい

るのかお伺いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  まず新光風台４丁目の太陽光発電施設に

つきましては、本開発行為における事業に

ついては宅造法の技術基準には完全にクリ

アはされておりません。ただ、現場の状況

を鑑みまして、いかに長期にわたり継続し

て安全に維持されることを主眼に置きまし

て、是正計画書それから誓約書を提出させ

たものでございます。既に梅雨前それから

台風の前の時期につきましては現場の立ち

入りをしまして、検査はもとより、ことし

の１０月にございました台風の２１号・２

２号のような台風が通過した後に、それか

ら大きな暴風雨の後に目視の確認とか、必

要に応じて所有者の許可を得ながら場内の

状況を調査しているところでございます。

現在、台風等での調査においては改善すべ

き点は発生しておりませんけれども、梅雨

前の定期検査では指示事項があればまずは

現場にて口頭で指示を行いまして指示書も

発出しております。今後も現場を長期にわ

たり継続して安全に維持されることを心が

けるように努めてまいるということでござ

います。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  太陽光発電のトラブルについては町民の

皆様からも本当にしっかりとした対応が望

まれています。例えば大阪府内の他市町村

では、岬町では過去に苦情があったことか

ら、改正ＦＩＴ法や国ガイドライン等の効

果を見きわめ、その上で町独自の規制条例

やガイドライン等の必要性を検討していく

意向であり、岸和田市は景観に関するガイ

ドラインに太陽光発電施設を追加すること

を検討中です。豊能町の太陽光発電問題の

事案につきましては、大規模の場合は住宅

地から何メートル以内には太陽光発電を設

置できないとすること。規模及び住宅地隣

接では建設基準法と同様の基準を満たすこ

と。住宅地が隣接する場合、地元住民との

事前説明は義務化すること。住民に納得で

きる被害防止策を構築することを条例に明

記すること。また業者に被害がないと証明

させる。また災害被害対策のため供託金や
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資金力を証明する項目を追加するなど、本

町におきましても岬町や岸和田市のような

太陽光発電施設の条例を参考にして、町の

実情に合わせた条例を制定すべきだと考え

ますがいかがでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  先ほど申されましたお尋ねの岬町と岸和

田市につきましては、現時点で国のガイド

ライン、それからほかの自治体の条例の設

置状況を見て必要性も含めて検討している

というふうにお聞きしておりまして、それ

ぞれの自治体での条例とかガイドラインの

制定というのはされていないというふうに

お伺いしています。 

  豊能町につきましても前回もお答えはし

ておりますけれども、今後新たに町内に設

置される発電施設に対しましては、まずは

電気事業者による再生エネルギー電気の調

達に関する特別措置法、それから同法の施

行令、規則とか、資源エネルギー庁が作成

しました事業計画の策定ガイドラインなど

を設置者が遵守して行われるものと理解し

ております。本町におきまして新たな条例

の策定については現在は予定はございませ

ん。なお、引き続き全国にさまざまな条例

の設置状況があることを鑑みまして、必要

に応じて大阪府を初めほかの府県市町村に

照会を行いまして情報収集に努めてまいり

たいというふうに考えています。 

○議長（橋本謙司君） 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  新光風台のあの４丁目の案件につきまし

ては、宅地造成等規制法違反として豊能町

が是正指導を行っている案件でありますけ

れども、２年にわたって是正指導にもかか

わらず、いまだ許可基準適合に至っていな

い。また、既存関連法令等に基づくだけで

は困難な状況にあると思われます。改正Ｆ

ＩＴ法では、関係法令違反の場合に事業計

画の認定取り消しもできることから、国と

密接に連携し認定取消など今後視野に入れ

て対応すべきと現在検討されています。 

  また、川西市の案件については住民が設

置そのものに反対しており、また事業地は

兵庫県であるが影響があるのは豊能町で、

府県をまたぐ事案になっております。現場

でも太陽光発電施設に関する問題は幅広く、

設置に関することのみでなく、今後増加す

ると考えられる事業の中止や設備の廃棄と

いったところまでを視野に入れて計画の設

計、施行、事業内容、事業者の変更、維持

管理、撤去など、計画から事業終了までの

一連の流れにおけるトラブルや問題に今後

しっかりと対応できるようにすることが重

要であります。 

  現在、大阪府ではＦＩＴ法に基づく認定、

事業者指導の権限を有する国、近畿経済産

業局と連携協力会議を設置し、太陽光発電

施設の計画から事業終了までのさまざまな

トラブルの未然防止や問題解決に向けた取

り組みの検討実施を行い、連携協力会議に

おいて効果的な検討対応を行うため、地域

住民と密接な関係にある市町村とも連携し、

太陽光発電施設の設置に関するさまざまな

情報の共有を行う大阪モデルが検討されて

います。新光風台太陽光発電問題を受けて、

権限を有する国と府、市町村がそれぞれの

役割分担の中で地域住民の声に耳を傾けつ

つ、事業者に適切な対応を求め、連携し、

問題解決に取り組むということです。太陽

光発電施設の問題となっている現場で具体

的なこのような問題に対応できるかどうか

がその中でも重要になってきますが、今後

大阪府と国との役割分担の中で豊能町はど
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のように取り組まれるのかお伺いいたしま

す。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  議員御説明のとおり、近畿経済産業局、

それから大阪府によります太陽光発電施設

の地域形成に向けた連携協力会議がもう既

に立ち上がっております。この連携会議に

おきましては太陽光発電施設に係る不適切

事案件及びトラブルの未然防止を図りまし

て、地域と共生した太陽光発電事業の推進

を図るために、電気事業者による再生エネ

ルギー電気の調達に関する特別措置法の買

収制度などについての情報共有、それから

不適切事案及びトラブルの未然防止に向け

た取り組みの検討とか実施、それから府内

及び全国でのトラブルの発生状況及びその

対応についての情報交換などが協議される

ことになっています。また、あわせて大阪

府庁内ではこの連携協力会議が具体的かつ

効果的な意見交換や見当が図れ、さらにそ

の内容が円滑に実施できるように、太陽光

発電施設の設置にかかわる関係法令の部局

による連絡調整会議も設置されているとこ

ろでございます。大阪府内の市町村におけ

る関連情報を把握するとともに、トラブル

対応を支援する仕組み、これが大阪モデル

でございますけれども、構築がされている

ところでございます。いずれの会議におき

ましても必要に応じて市町村も出席が可能

となっておりますことから、これまで以上

に大阪府と連携を図るとともに、国、近畿

経済産業局でございますけれども、国に対

しましても地域の実情を伝えてまいりたい

というふうに考えています。 

○議長（橋本謙司君） 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  新光風台の太陽光発電問題につきまして

は、４丁目の案件、そして２丁目の案件に

ついては兵庫県笹部にわたっており、府県

をまたぐ問題となっております。そのため

豊能町独自での対応も非常に難しい現状が

あります。太陽光発電施設は国がＦＩＴ制

度において認定、調査、指導権限を持ち推

進してきています。また国ではＦＩＴ法の

改正やさまざまな制度の創設により取り組

みを進めておりますが、大阪府は実効性を

向上させるための取り組みを国に要望する

とともに、地域住民の不安解消、事業者と

のトラブル回避に向けて市町村とも連携し、

自治体としての役割を果たすこと、具体的

には既存法令や国ガイドライン等を根拠に、

国、大阪府、市町村がそれぞれの役割分担

の中で地域住民の声に耳を傾けつつ、事業

者に適切な対応を求める大阪モデル、そし

て太陽光発電施設の不適切な設置、事業者

と地域住民とのトラブルの未然防止を図り、

地域との共生を推進するため、国、大阪府、

関係市町村で情報共有、連携協力を図ると

いう体制、府内関係市町村における関連情

報を把握するとともに、トラブル対応を支

援する仕組みが構築されようとしています。

新光風台太陽光発電問題の現場である豊能

町は、引き続き国、大阪府と連携し、条例

制定そして現場での対応についても引き続

き対応して検討してもらいたいです。 

  それでは次の質問に移ります。 

  防災無線の運用マニュアルについて、来

年の４月から運用が始まる防災無線の運用

マニュアルの進捗状況についてお伺いいた

します。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 
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  防災行政無線の運用規定でございますが、

策定につきましては年内、今月末ごろを予

定しております。策定後、来年２月に広報

を行いたいというふうに思っております。

広報につきましては広報「とよの」それか

らホームページ、また３月末には全戸配布

のチラシ、このようなもので広報を行いた

いというふうに思っております。 

  運用規定の中身につきましては、放送の

内容でございますけども、まず自然災害時、

自然の災害のことでございますけども、警

報等の気象情報、それから避難勧告等の災

害の対策の情報、それから地震のときの緊

急地震速報、これらを放送したいと思って

おりますし、また国民保護情報といたしま

してはテロの情報でございますとかミサイ

ルの情報、これらも流したいと思っており

ます。また不審者が出たとき等の防犯の情

報、これらも放送する予定としております。

平常時につきましては行政情報としまして

選挙の投票の呼びかけ等を行うことでござ

いますとか、イベントの情報、また試験放

送といたしまして定時メロディーといいま

すか、定時に流れるメロディーを流しまし

て、それを試験放送のかわりにしたいとい

うふうに思っております。また自治会等地

域の方々にもお使いいただけるように、お

祭りや運動会等の地域のコミュニティにも

活用していただけたらというふうに思って

おります。 

○議長（橋本謙司君） 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  来年の４月から始まる防災無線の運用に

つきましては、防災伝達情報の内容、また

豊能町は地形が異なる地域が混在しており

ます。地域住民の生命を守るための防災無

線になります。災害の現場重視での伝達が

住民には非常に重要になります。的確な情

報提供ができる運用マニュアルになるよう

に引き続き検討し、運用マニュアルを規定

してください。よろしくお願いします。 

  以上で私の質問を終わります。 

○議長（橋本謙司君） 

  以上で寺脇直子議員の一般質問を終わり

ます。 

  次に管野英美子議員を指名いたします。 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  皆様おはようございます。 

  ５番・管野英美子でございます。 

  議長の御指名を受けましたので一般質問

をさせていただきます。理事者の皆様、簡

潔でわかりやすい答弁をよろしくお願いい

たします。 

  まず一番最初に防災についてです。 

  運用規程の策定については、今、寺脇議

員の回答を聞かせていただき、９月議会の

回答と同じく年内作成、２月に公表という

答弁をいただきましたが、私が９月議会で、

通告も悪かったのですが、思うような回答

がいただけませんでした。総務省近畿総合

通信局に提出する必要がある無線運用管理

規程、この事務的な手続の進捗状況を伺い

ます。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  国等の必要な手続につきましては現在進

めているところでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  それは４月までに終わって４月１日から

しっかりと運用できるようにできるんでし

ょうか。 

○議長（橋本謙司君） 
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  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  主に、おっしゃってるのは免許等の届け

出のことかというふうに思いますけども、

それらのことにつきましては４月までに間

に合うように届け出をいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  その免許のことなんですが、町が整備し

た防災行政無線の免許人は町長になります。

平常時は免許人が選任する無線従事資格を

有する者のみとなっており、それ以外の者

が操作を行った場合は電波法の違反となり

ます。防災無線の責任者、その準備、人選

はできていますか。９月議会では内田部長、

総務課の職員と答弁をいただいています。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  防災行政無線の操作でございますけども、

第二級陸上特殊無線技士、この資格が必要

ということでございまして、現在本町には

その免許の取得者は８名おります。そのう

ち３名が総務課におるというような状況で

ございまして、今後とも毎年１名以上はそ

の資格を取るように増員をしていきたいと

いうふうに思っております。 

  それから無線の運用開始に当たりまして

は、まずは主任無線従事者、これを選任す

る必要があるということでございまして、

その主任無線従事者を選任いたしますと、

無線の免許がないものでもその従事者の監

督のもとで無線の操作ができるということ

になりますので、その体制づくりをしてま

いりたいというふうに思っております。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  １１月２２日に希望ヶ丘で開催されまし

た３市２町の合同防災訓練の最初のプログ

ラムが広報でした。広報車が出て凱旋され

ていましたが、これが防災行政無線ででき

るなら本当にありがたいなと思いました。

しっかりと取り組んでいただきたいと思い

ます。 

  そして１１月の広報「とよの」で案内を

されました個別無線機の配布について。申

し込みは１１月３０日に締め切られました

が、町の避難所行動要支援者名簿の対象と

なる方がおられる世帯が４３０名、土砂災

害警戒区域に居住する世帯が４００、自治

会等５０、合計８８０台が必要台数と全員

協議会で伺っておりましたが、４００台し

か契約していません。申し込みの現状をお

聞かせいただけますか。全部で足りている

のでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  １１月末現在の申し込み状況でございま

す。まずは避難行動要支援者名簿の対象の

世帯でございますが１４世帯、それから土

砂災害特別警戒区域に居住されている世帯

が４世帯、合計１８世帯でございます。 

  それから申し込み以外では公共施設や自

治会館それから介護施設等にも配置をする

予定でございますが、それが４７施設ござ

いまして、それらを合計いたしますと今現

在では６５台を設置するという予定でござ

いまして、４００台ということで今のとこ

ろ不足はないということでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 
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  不足がなくてよかったんではなくて、避

難行動要支援者名簿の対象となる方、この

方は本当に必要なのに申し込んでいないん

じゃないかなと思うんですが、今後の申し

込みの周知徹底はなされていかれますか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  その避難行動要支援者の名簿、これは毎

年１２月１日付でつくるということになっ

ております。今年度分は今月またつくられ

るということでございまして、今月のその

名簿の更新に合わせましてお申し込みのな

かった世帯につきましては直接郵送でダイ

レクトメールという格好でお知らせをした

いというふうに思っております。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  もう一つ、土砂災害警戒区域にお住まい

の方なんですけれど、これは以前から私は

指定された人にお伝えしますかという質問

をしたときに、全部指定されたら大阪府が

全戸指定されたら皆さんに広報するという

答弁をいただいたんですが、それがこの黄

色い豊能町総合防災マップ、このことなん

でしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  大阪府の広報の仕方は大阪府のホームペ

ージで公表しておりますので、あれが大阪

府の広報の仕方かというふうに思います。

本町の広報の仕方といたしましては町のホ

ームページにも載せておりますし、また今

お示しの防災マップ、これで皆様にお知ら

せをしたというようなところでございます。

よろしくお願いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  この防災マップなんですけれど、土砂災

害警戒区域がたくさんある新光風台は１ペ

ージとそして１枚飛んで３ページに載って

いるんですけれど、私から見ると一番最初

に配られたこの、Ａ３に拡大してるんです

けれども、こういうマップのほうが新光風

台としては一遍に見られるということです。

そして大阪府のホームページにはこのＡ４

サイズで１個ずつの家がはっきりわかるん

です。でもこの指定は私はちょっと理不尽

やなと思ったのは、玄関先だけ入ってると

か、自分とこの庭だけ入ってる、家半分だ

け入ってるとかいう、こういう雑な指定か

なと思ってるんです。以前から聞いてます

ように、等高線を見て指定されているとか

いうことだったんですけれども、御自分が

土砂災害警戒区域に住んでいるということ

を全戸、皆さんおわかりなんでしょうか。

そのことを把握されていますか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  町といたしましてはホームページと防災

マップでお知らせをしておりまして、皆さ

んが御存じかどうかというのは、もう皆さ

んお一人お一人に聞くしかないわけでござ

いますけども、御自分で確認をしていただ

いて、おっしゃるとおり玄関だけかかって

いるお家でございますとか、家の裏だけど

うもかかっているかなというお家たくさん

ございまして、それお一人お一人につきま

しては大阪府の大きい地図で確認するしか

ないかなというふうに思っておりますので、

大阪府なり、また建設課にも地図がござい
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ますので、御確認を御本人がしていただく

しかないというのが現状でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  自分の命は自分で守るということはよく

わかるんですけれども、去年の８月ですか、

新光風台で８回この土砂災害警戒区域の説

明をされたんですが、私はちょっと、６回

か、６回やったんですけども、私は６回と

もちょっとお邪魔してどのような方が来ら

れているのかなと思ったんですが、実際に

警戒区域にお住まいの方が全て来られてい

るわけではないんです。自治会の玄関にも

この地図というか、ファイルで置いてあり

ましたので、私からもまた広報していきた

いなと思いました。 

  そして次の質問なんですけれども、１０

月２２日夜の９時２０分、これは衆議院選

挙の投開票日だったんですが、豊能町内の

全域の土砂災害特別警戒区域を対象に避難

勧告を発令されました。私は９時ごろにあ

の暴風雨の中をシートスに様子を見にいき

ました。でもこの時点では、この中で避難

してくる人はいないのではないかと思いま

した。４時半から避難所は開設いただいて

おりましたので、自分の命は自分で守ると

いうことで、４時半から、危ないなと思っ

たら避難をされていたとは思うんですが、

広報はたんぽぽメールだけでしたか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  １０月２２日の台風２１号のときには、

おっしゃるとおり、夜９時２０分に避難勧

告を出しました。これは、避難勧告を出し

ます基準が土砂災害警戒情報、これの発表

のときというふうな基準になっておりまし

て、気象台が出しました土砂災害警戒情報

が９時２０分に出たがために、本町の避難

勧告も同時刻ということになったわけでご

ざいます。それまでにも台風が近づいてく

ることはわかっておりましたので、避難所

につきましてはあらかじめ開設をして準備

をしておったということでございます。広

報といたしましては、たんぽぽメールのほ

かに自治会長さんへの電話、それからホー

ムページ等で皆様にはお知らせをしておっ

たというようなところでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  やはり防災行政無線の運用が待たれると

ころです。 

  少し、私もガラケーを使っているもんで、

余りエリアメールとかも入ってこないんで、

この後質問しますけれど、情報発信のとこ

ろで。やはりメールができない人もたくさ

んいらっしゃるので、きめ細かい伝達をし

ていただきたいなと思います。 

  そして次の質問ですが、防災訓練につい

て。 

  １１月１９日に東ときわ台の安否確認の

防災訓練を見せていただきました。自主的

にされていて、ほかの地区もお手本にして

いただきたいなと思いました。自分の命は

自分で守る。行政に頼るのは次の手だと思

いますが、東ときわ台では家の前に、我が

家は無事という、こういう旗を出されてい

て、それを班長さんがカウントするという、

いい取り組みだなと思いました。まだ１回

目なのでなかなかうまいこといきませんが

ということをおっしゃっていましたけれど

も、ほかの地区もお手本にしていただきた

いと思いました。各地区で自主防災が立ち

上がっています。行政と連絡をとっての避

難行動、防災訓練をどのようにお考えです
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か。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  今、お示しの東ときわ台の黄色い旗の運

動ですけども、これは町長が夏にタウンミ

ーティング行ったときにも、東ときわ台の

自主防の方が、こんな運動するので町も協

力をよろしくというようなことを直接お伺

いをしたところでございます。 

  各地区の自主防災組織で実施されており

ます防災訓練につきましては、町からも職

員が参加をさせていただいておりまして、

危機管理専門官とか防災担当の職員でござ

いますけども、これまでも随時参加をさせ

ていただいております。ただ、もう何年も

前からその訓練を継続されている組織もあ

る一方で、ここ１年、２年、二、三年前か

ら始めた組織もあるということで、その熟

度が各地域によって違うというようなこと

もございますので、そういう訓練の成熟度

とか内容を見まして、どういった連携が町

と地元で可能であるか、これらを見きわめ

まして、また自主防の意向もお聞きしまし

て、実行できるものはこれからも町として

やってまいりたいというふうに思っており

ます。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  私は１５年前に自治会の副会長をやった

んですが、そのときも東ときわ台がお手本

だったんですね。そのときも小さな自主防

災というのはあったんですけれど、東とき

わ台はもう既にヘルメットをお持ちだった

りして、私たちは手本にしてきたわけです。

ですから行政連絡員会とかで発信していた

だきたいなと思っています。 

  そして新光風台４丁目の山側の太陽光発

電について。先ほども寺脇議員の質問にあ

りましたが、残土を積んでいます。中には

ちょっと産廃のようなブルーシートのかけ

らみたいなんも入っていたように思います

が、１０月の台風では光風台小学校の施設

の屋根も飛んでしまう暴風雨でした。この

秋の台風後の状況や指導はされているんで

しょうか。目視で見ているとか、心がける

とかという答弁を、今、寺脇議員のところ

で伺いましたが、直接の指導はされていま

すか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  本年１０月にございました台風の２１号、

２２号の通過の翌日ですね。１０月の２３

日と３０日に所有者の許可を得て、それぞ

れの場内に実際に立ち入って調査をしてい

ます。結果につきましては従前と同様に特

に異常は認められることはございませんで

した。今後につきましても通常の業務でパ

トロールをしておりますし、大きな風雨の

後につきまして目視による確認、目視以外

による確認というのは非常に難しいもので

ございますので、遠いところから見るとい

うことじゃなくて、中に入って直接目で見

る、これを目視というんですけれども、そ

ういったことで確認をしていきたいと。必

ず所有者と連絡をとりながら、許可を受け

て、場内の状況を確認しまして、改善の必

要が認められれば指導してまいりたいとい

うふうに考えています。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  次なんですけども、通告がわかりづらく

て申しわけございませんでした。 
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  新ＦＩＴ法のみなし認定で代表者が以前

のままですが、指導は今どなたとされてい

るんですか。亀岡の業者の方ですか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  亀岡の方と、それから以前から接触して

おります造成者の方と、両方ともに指導を

しているというところでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  この件、指導がとても大変ですし、行政

がしっかりやっておられるのはわかります。

議事録を見せていただいても本当に一言一

句書かれているのかなと思いました。でも

こうして職員もとても大変ですし、私は新

ＦＩＴ法のみなし認定でもしかしたら発電

がとまる、とめてもらえるんかなとか、そ

ういうふうにも思ったんですが、法律を守

らない業者に対してこれから裁判を起こす

とかそういうことは考えておられませんか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  新たなＦＩＴ法、改正ＦＩＴ法で、これ

をもとに裁判を起こすというのはちょっと

今のところは考えていないところでござい

ます。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  そのＦＩＴ法じゃなくても宅地造成等規

制法、こういうことで、私も見てて、手堀

りの溝とか、あの暴風雨であり得ないと思

うんですね。指導をやっていても本当に職

員の皆さん、職員も減っている中で大変や

なと思うんですけれど、そういうお考えは

ないですか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  質問の趣旨がもう一つよくわからなかっ

たんですけれども、職員確かに減ってます。

私も含めて職員一生懸命やってるというふ

うに自負をしているところでございます。 

  業者につきましても、年に１回とかそう

いうふうなタイミングではなくて、雨の後

とか、それから、これから雨降るなという

ふうな時期の前に必ず電話をして、立ち会

いの上、現場の確認、こういったことをし

ています。 

  今おっしゃいました、あの溝、素堀の溝

ということなんですけれども、実際的には

素堀の水とコンクリートで貼った溝という

のは大きく変わりはなくて、私自身は素堀

の溝のほうがしゅんせつというか土砂上げ

しやすいというふうな構造になってますの

で、実際水を排出するだけの構造であれば、

これはいたし方がないのかなというふうに

思っています。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  その素掘りの溝っていうのは宅地造成等

規制法に違反じゃないですか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  その技術的なことについて、今ちょっと

手元にございませんので、違反とも合って

いるともいうふうなことは今ちょっとお答

えができません。申しわけございません。 

○議長（橋本謙司君） 



 3－17 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  ほかにも立米ブロック、緊結していない

立米ブロックとかあると思うんですね。 

○議長（橋本謙司君） 

  暫時休憩します。 

（午前１０時２８分 休憩） 

（午前１０時２８分 再開） 

○議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  何度も言ってますように、この下には住

んでるんです。住民が住んでいるんです。

ここには小学生もいます。どうぞ命を守っ

てください。 

  次の質問にいきます。 

  引き続き太陽光発電についての条例制定

についてです。 

  寺脇議員もおっしゃっていましたが、太

陽光発電設備に関して、９月議会では新Ｆ

ＩＴ法で十分規制できると考えていますと

答弁いただきましたが、先ほども申し上げ

ましたように改正ＦＩＴ法では前の所有者

のままで認定をされています。そしてＦＩ

Ｔ法では計画から廃棄までの事業計画等を

まとめていますが、土地造成や開発造成に

係る許認可は地方自治体に任されています。

条例制定を考えていただけませんか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  お答えする前に、先ほどちょっと私では

答えられないと言ったことについてお答え

をさせていただきます。 

  素堀りの側溝というふうに申し上げまし

たけれども、実際法令上は素掘りの側溝と

いうのは認められておりませんで、実際の

現場はその土をセメントを混ぜて改良して

おりまして、これは実際現地へ行って職員

が確認はしていますけれども、こういった

構造になっていますので、法令上は合って

いるというふうな判断でございます。 

  それと条例制定の件ですけれども、豊能

町につきましては前回もお答えはさせてい

ただいていますとおり、今後新たに町内に

設置される発電施設に対しましては、まず

は電気事業者によるＦＩＴ法、それから施

行令規則、それから資源エネルギー庁が作

成しました事業計画の策定ガイドライン、

こういったものを遵守して行われるものと、

こういうふうに理解をしています。お尋ね

の本町において新たな条例などの策定につ

きましては、現在設置予定はございません。

ただ、引き続きまして全国にさまざまな条

例などの設置状況があることを鑑みまして、

必要に応じて大阪府初め他府県市町村に照

会を行いまして情報収集に努めてまいりた

いというふうに考えています。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  この１１月２７日に滋賀県大津市で今議

会に上程されている条例制定がございます。

その案では比叡山延暦寺の景観保護のため

その近隣には設置できないですとか、具体

的には雨水を排水するための対策、樹木の

伐採を必要最低限にとどめること、事業計

画を市に提出して設置の許可を受けること

や、住民説明会開催を義務づけています。

条例に違反して市の是正勧告に従わない場

合は事業者名を公表するなどの規定も盛り

込まれています。このような条例が先にあ

りましたら、新光風台４丁目の山側の開発

も阻止できたのではないかと思います。こ

の条例は１２月２２日に採決されるという
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ので私は注目していきたいんですが、どう

ぞ大阪府と連携をとって条例制定に向けて

一歩踏み出していただきたいと思います。 

  次の質問にいきます。 

  人口増施策についてです。 

  ９月議会で提案しました、北摂方面、池

田や豊中から牧地区への来訪者に対応され

ましたか。大変大勢の人が農業を楽しみに

来られています。リピーターも多く、おに

ぎりを持参することになっていて、牧地区

の方やコープの職員、ボランティアがつく

ったおみそ汁をいただきゆっくりと時間を

過ごされています。このビジネスチャンス

を生かして人口増施策をどのようにお考え

ですか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  ９月議会におきまして議員から御質問を

頂戴いたしました。みんなの牧里プロジェ

クトという事業でございますけども、この

参加者に空き家をＰＲすることにつきまし

て、私、考えますというふうにお答えをい

たしましたけども、この間、町としては対

応できておりません。まずＰＲできる体制

をつくりたいということを思っております。

昨年度策定いたしました、とよのの住まい

と暮らし多様化プロジェクト、これにおき

まして貸し農園とか農業指導を受けること

のできるそういうオプションつき住宅のプ

ロジェクトを立ち上げることとか、それか

らトライアルステイ、お試し居住ですが、

トライアルステイのプロジェクトを立ち上

げるということも掲げております。このよ

うなことが事業として体制が調いましたら、

今の牧への来訪者の方々に限らず、さまざ

まな機会を通じてＰＲをしていきたいとい

うふうに思っております。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  きのうも行政の皆さんにお渡ししました、

コープこうべさんのタウン情報誌、この

「きょうどう」という。次はたけのこチャ

レンジャーがあります。１月と３月に。毎

月第１・第３土曜日は農業のボランティア

もあり、少しずつ定着しています。ぜひこ

の機会にこの北摂の方を呼び込むような施

策をしっかりとやっていただきたいと思い

ます。 

  次の質問です。 

  町の組織についてです。 

  平成２８年４月に事務委託した消防業務、

１年半が経ちます。５年で２億1,０００万

円の削減が見込まれており、町の財政は助

かる事務委託だと思いましたが、物ではな

く人です。この件は昨年の福祉教育消防常

任委員会でもフォローしていますが、連絡

会議を開催して状況を把握していただいて

いると答弁をいただいております。豊能消

防署や東出張所、職場環境は変わりません

が人間関係が変わりました。また、箕面市

内の消防署では出動回数も多いと。そこに

配属された職員はどうか、箕面市の職員と

なった皆さんの現在の様子、勤務状況等を

伺います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  箕面市と本町とは９月、１０月ごろに大

体年１回でございますけども定期の連絡会

議を開いております。その場で各種の協議

などを行っておるというところでございま

して、またその定期の連絡会議以外にも事

務連絡会議等を開きまして、意見交換をそ

の都度行っておるというようなことでござ
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います。 

  議員の御心配の職員の状況でございます

が、これにつきましては箕面市さんも非常

に気を使っていただいておりまして、そう

いう定期の連絡会議、事務連絡会議の都度、

その案件は上がってくるといいますか、こ

ちらも聞く、向こうも聞かなくても言って

くれるというような状況にございます。 

  箕面市さんにおかれましては、ふだんの

状況、これはもちろんのことでございます

けども、半期に一度面接等をしていただい

ておりまして、本町から箕面市へ移った職

員の状況等を把握をしていただいていると

いうところでございます。委託しました１

年半前につきましては戸惑いもあったとい

うようなことでございましたけども、今は

問題なくよく頑張っているというふうに箕

面市からは報告を受けております。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  個別に面談はされていないと伺いました

が、なかなかよそに行った人が所属長と面

談して本音が言えるとは思えないんです。

こちらから気にかけていただいておられま

すか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  私も総務課長も全員と会うということは

できませんので、こちらから箕面市へ移り

ました責任、幹部の職員でございますけど

も、それらの職員に様子を聞いておるとい

うところでございまして、今のところ箕面

市さんの報告のとおり問題なく頑張ってい

るというふうに、こちらから行った職員か

らも聞いております。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  平成２８年３月３１日に豊能町消防本部

の解散式がございました。この次第の巻末

にその皆さんの名簿がありまして、どこに

配属されたかが記されています。行政も議

会も送り出した者として責任を感じていか

なければならないと思っています。この点

について町長はどのようにお考えですか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  池田町長。 

○町長（池田勇夫君） 

  おはようございます。 

  管野議員の御質問にお答えをさせていた

だきたいと思います。 

  私はその当時はおりませんでした。私の

私見といたしましては、いろいろと時間が

長くなりますのでお話をさせていただきた

いとは思うんですけど、今現在、総務部長

が申しましたとおり職員の皆さんに聞いて

はおりません。しかしやはり統合するとい

うことになりますと職員の皆さんそれぞれ

御苦労があるんではなかろうかというふう

に私は認識しております。今後におきまし

ては皆さんとともにお話をしながら、一生

懸命に豊能町のために努力をしていただき

ますようにお願いをしたいと、職員の皆さ

んにはそのように思っております。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  ここをしっかりやっとかないとあかんな

と思ったのは、水道事業の広域化について、

職員が、広域化されると職員がもう完全に

行ってしまうということなんで、そこの、

本当に物ではなく人なんですね。だから温

かい心の通った行政を、政治をしていただ



 3－20 

きたいなと思いました。 

  次の質問です。 

  住民人権課に女性活躍室を設置されまし

たが、現在どのように活動されていますか。

今、女性職員を見ていまして適材適所、業

務をしっかりなさっているように見受けら

れますが、わざわざそういう室を設置され

たのですから何か特別なこと、活動がある

のかと思っています。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  お答えをさせていただきます。 

  女性活躍室を設けさせていただきました、

今年度でございますが、今年度でいいます

と、建築でいますと基本設計というような

ところに入ってございまして、まずは推進

体制の構築ということで役場町内の体制づ

くりをするとともに、職員や地域住民への

アンケート、それから関係各課や有志職員

によるワーキンググループのメンバーでの

議論、検討から始めてございます。また住

民だけではなくテレワークを手がける企業

など、事業者側や既に町内で起業なさって

おられる女性へのヒアリングなども行い、

豊能町で女性が活躍することのできる因子

といいますか、そのネタとニーズをあわせ

て検討・整理をしているところでございま

して、平成３１年度事業実施に向けて進め

てございますが、着手できるものはそれま

で待たずに順次着手をしてまいりたいと考

えてございます。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  私ちょっと勘違いしていたんです。この

役場内で女性活躍をするのかなと思ってた

んですね。去年の人権のつどいのときに司

会をなさってた人が、道上洋三さんに朝日

放送を受けたらどうですかとかって言われ

た。そしていつも戦没者追悼式の司会をさ

れている。その方も本当に一生懸命だし、

とても心の通ったというか、気持ちが入っ

たアナウンスをされるので、そういう方が

しっかりと業務をされているということを

私は見ていますので、どうぞ豊能町内に発

信していってほしいなと思います。 

  それからもう一つ、ウェルネス・ウオー

クで３０万歩の表彰された方が、そこの健

康増進課長さんから優しく声をかけていた

だいたって大変喜んでおられました。本当

に女性ならではの仕事かなと思いました。

ぜひ発信していってください。 

  続いて情報発信についてです。 

  まずはホームページのリニューアル大変

ありがとうございました。見やすくて、曖

昧検索もできて、イベントカレンダーも、

私、クリックすると環境課のごみの資源化

のＰＲ何回も出てきます。でもよかったな

と思いました。とよのまつりとか。今まで

教育委員会のカレンダーかと言っていまし

たが、しっかりと書けていて便利に利用が

できています。ありがとうございます。 

  そしてもう一つ、豊能のレポーター、こ

れ突然聞かされた、議員に何も説明がなか

ったんでびっくりしたんですけども、精力

的に豊能の魅力を発信されています。町制

施行４０周年の記念式典でも活動を発表さ

れ、ＳＮＳ、フェイスブックなどの発信も

個別にもされています。豊能町の魅力を再

確認し、かつ向上させ、住民の生活の利便

性や町の活気を維持向上していく取り組み

を行い、移住者の増加、観光等での訪問者

の増加だけでなく、地域内外の人々の豊能

に対する思いを醸成し、豊能町ファンをふ

やすことを目的としていますとあります。
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いいところばかり発信されるのはよいので

すが、レポーターとしてこれからどこへ何

をどのように発信していかれようとしてい

るのでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  豊能のレポーターでございますけども、

これは豊能町の当たり前の日常をというも

のを楽しみながら発信をしていただくと。

取材もみずからしていただいて、発見をし

ていただいて、ポータルサイト、ウェブサ

イトですが、そちらを通じて魅力を発信す

るという取り組みでございまして、現在５

３名の方が受講されているところでござい

ます。今年度につきましては情報発信のプ

ロをお招きをいたしまして８回の講座を開

講して、その後、公認レポーターとなって

いただいて専用のウェブサイトで発信をし

ていただくというものでございます。各レ

ポーターの方々が日常の中で気づいたこと、

発見したこと、こういう魅力を思い思いに

発信をしていただくという予定でございま

す。このレポーターの発信でございますけ

ども、これは単に地域外、要するに町外の

方に発信をして豊能町に住んでくださいと、

移住してくださいというようなことだけで

はなくて、町内の方々、地域の方々にも豊

能町への思いを醸成をしていただくと。シ

ビックプライドと我々言うておりますが、

それを高めていただくということで、口コ

ミで豊能町はいいところということをレポ

ーター以外の方々にも広めていただくとい

うことを目的にやっているものでございま

して、地域の参画を広めるということは重

視をしております。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  質問ではないんですが、ちょっとここで

紹介しておきます。 

  右近のミュージカルを、この前ＰＲのイ

ベントがあったんですけども、サイゼない、

サイゼリアだそうです。サイゼない、ミス

ドない、マクドないということで、ないな

いづくしを子どもたちが歌ってて、それを

笑ってはるというのは、私はとてもうれし

かったです。何もなくても子どもたちには

心に響く豊能町、何かがあるんだというこ

とをちょっとそういうふうに感じました。 

  次の質問なんですけど、新聞を購読しな

い家庭もふえてきて、新聞折込での発信も

難しくなってきています。私も自分のチラ

シを個別配布をしていただいています。イ

ンターネットをされる方はお買い物情報、

Ｓｈｕｆｏｏ！というサイトでは、郵便番

号を入力したら地元のチラシが見られる。

猪名川町から池田市ぐらいまで地元のいろ

いろなお店のチラシが見られます。そんな

現状があるなら、さらにホームページの充

実も必要だと思いました。ネット環境のな

い方には広報「とよの」掲示板での情報発

信が効果的だと思います。例えばこのロビ

ーコンサート、裏面がオオサカンの通信に

なっているものは新聞折込になっています。

また、今回１１月２６日の日曜日に新聞折

り込みをされたユーベル寄席のこのチラシ、

このタイミングを逸したんだと思いますけ

れど、広報「とよの」１２月号に挟み込む

のがおくれたのかなと思っています。新聞

購読をしない、ネット環境がない方もいる

方に、できるだけ広報「とよの」に挟み込

もうとやっていただけたほうがありがたい

と思うんですが、その体制はできているん

ですか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 
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  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  今、個別具体的にユーベルホール等の事

業について言っていただきましたけども、

本町といたしましては広報「とよの」、各

戸に配布をいたしますので広報「とよの」

にまずは記事を載せるということを周知を

したいというふうに思っております。ただ、

その広報「とよの」につきましては２カ月

前の２５日前後に原稿を締め切ると。要す

るに例えば１２月号でしたら１１月２５日

ごろに納品ですので、その１月前の１０月

２５日ごろが原稿の締め切りということに

なりますので、１２月号に載せるためには

１０月２５日ごろに原稿を締め切るという

ような、そういう期日を設けております。

したがいましてそのイベント等の時期によ

っては広報「とよの」の記事には載せられ

ないということから、間に合わないものに

つきましては広報「とよの」の同配のチラ

シということで配るということを原則とし

ておるわけでございますけども、今回は恐

らくその広報「とよの」の同配のチラシに

配るとしても、それも間に合わなかったと

いうふうに思われます。今後はなるべく新

聞折込ではなくて広報「とよの」の同配に

チラシを織り込むように、また職員に、各

課に周知したいというふうに思っておりま

す。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  おはようございます。 

  先ほどのユーベルホールの出し物の件の

チラシの件でございますけれども、ユーベ

ルホールで行います事業につきましては広

報に掲載をしております。広報に掲載をし

ておりますので、できる限り同じメディア

といいますか、広報に同配するのではなく

てほかのメディアで広報しょうということ

で、新聞折込も同時にしておると。今回そ

のユーベルの寄席ですけれども、たまたま

１２月１日からの募集でございましたので、

時期が、その前の休みの日に出したという

ことで重なったということでございますけ

れども、いろいろなメディアを使ってユー

ベルホールのいろいろな事業を広報したい

ということの一環でやっておりますのでよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  残念ながら新聞をとっておられる人が極

端に減ってきてるんです。私も学校支援事

業のコーディネーターをやっていたときに、

お習字、体育館で書き初め大会やったとき

に新聞を持ってきてくださいと言うと、タ

ブロイド紙、Ａ３っていうんですか、あれ

を持ってきはって、近所に走って新聞をも

らいにいったことがあるんですね。それぐ

らい若い人たちは新聞、ネットでニュース

も見れるっていうこともあって、なかなか、

新聞折り込みが効果的な広報であるかって

いうのは私はちょっと疑問に思ってるんで

すけれど、その点いかがですか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  新聞折込につきましては確かにおっしゃ

るとおり、もう新聞の購読者が減っている

というようなことでございますので、全世

帯に行き渡るかというとそうではないとい

うふうに思っております。例えば選挙公報

なんかも新聞折込でしている市町村もある

ようでございますけども、我が町ではシル

バー人材センターにお願いをするというよ
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うなことで確実に各戸に行き渡るという方

法をとっておるというものでございまして、

必ず各戸にお知らせをしなければならない

いうようなものにつきましては新聞折込で

はなくて各戸配布という方法を今後も選択

したいというふうに思っております。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  ぜひ皆さんに行き渡るような広報をして

いただきたいと思います。 

  最後の認知症対策についてです。 

  私はサポーター養成講座を受けて声かけ

体験も経験しました。認知症の方に出会っ

ても家まで送らず警察や包括に連絡しよう

と考えていましたが、この秋に実際にその

場面に遭遇しました。何とかしてあげたい

という気持ちが、本当に気持ちがいっぱい

になりました。そして実際に町で徘回され

る人がいると伺っていますし、私も今回そ

ういう方にお会いしました。ゆっくりと目

を合わせ見守りながら笑顔で端的に、こう

いうことはできたかなと思うんですが、Ｓ

ＮＳネットワークをうたっているのに一度

も探してくださいとメールは来ていません

し、徘回されている方、登録されていない

方なのかもしれませんし、警察に通報され

ているのだと思いますが、防犯カメラがつ

いていない地域もあり、おくれればそれだ

け探すのが大変だと思います。ＳＯＳネッ

トワーク事業の活動をどのようにお考えで

すか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  お答えをさせていただきます。 

  認知症高齢者等ＳＯＳネットワーク事業

は、議員おっしゃいますように平成２８年

４月１日からスタートさせていただきまし

て１年半がたってございます。この間、確

かに実際に認知症の方が徘回をされるとい

うケースもございましたが、今現時点では

ＳＯＳネットワーク事業を稼働して皆さん

に御協力をお願いするまでに至っていない

ケースばかりでございまして、皆さんにお

願いしようと町と社協が準備を進めていた

段階で警察に一方が入り保護されるなどと

いうことで、たんぽぽメールを発信しよう

というその前段階でその方が発見されたと

いうふうなことの事例ばかりでございます。

ただ、今まではたまたまでございますので、

このたまたまがこれからも事なきを得て保

護されるというのが一番ありがたいんです

けれども、今後は必要に応じまして認知症

高齢者等のＳＯＳネットワーク事業の稼働

も十分考えられるということでございます

ので、引き続き住民の皆さんの事業の周知

とＳＯＳネットワーク事業の模擬訓練等を

通して、いざという事態にスムーズな捜査

活動ができるよう努力を行ってまいりたい

と考えております。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  私が遭遇したときには、隣に御家族の方

もいらしたのですが、迷惑をかけないでお

こうととてもけなげな態度をとられます。

お家まで１キロメートル、そのお母さんは

寝転んでおられたんです、道路に。まず起

こしてゆっくり歩いてくださいと言って、

私は近くまで車を持ってきてそのお家まで

送っていったんですけれど、本当に申しわ

けないっていう気持ちがいっぱい伝わって

きました。でも介護をされている方のそう

いう精神的なケアをとても大事だと思って

います。本当に、こんなこと言ったら悪い
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んですけど、本当にやつれているというか、

元気がないというか、私の周りの人ははつ

らつとしている人ばっかりなんで気の毒に

思いました。包括はどのように対応されて

いますか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  お答えをさせていただきます。 

  議員おっしゃいますように、介護をして

おられる方への身体的それから精神的なケ

ア、これは非常に大事なことだと考えてご

ざいます。本町では現在、地域包括支援セ

ンターのほか、地域のケアマネジャーや介

護保険サービス事業所、さらには豊能町介

護者家族の会などが担っているところでご

ざいますが、地域包括支援センターといた

しましては主に介護サービス等未利用の方

の御家族、それから認知症の方の御家族支

援といった内容の相談支援が多い状況でご

ざいます。冒頭に申し上げましたけども、

非常に大事なことだと考えてございますの

で、さらに今後は包括支援センターの相談

機能の一層の強化を図ってまいり、先に述

べました関係機関との連携を生かしながら

取り組んでまいりたいと考えてございます。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  厚生労働省の２０１５年の発表によると、

日本の認知症患者数は２０１２年の時点で

４６２万人、６５歳以上の高齢者の７人に

１人と推計されています。団塊の世代が７

５歳以上となる２０２５年には認知症患者

は７００万人前後に達し、６５歳以上の高

齢者の５人に１人を占める見込みとありま

す。地域で見守り支えるシステムをしっか

りとつくっていきたいと思っています。私

も頑張りますので、どうぞ行政の皆さんも

よろしくお願いいたします。 

  以上で質問を終わります。 ありがとうご

ざいました。  

○議長（橋本謙司君） 

  以上で管野英美子議員の一般質問を終わ

ります。 

  この際、暫時休憩いたします。再開は、

１１時１０分といたします。 

（午前１０時５６分 休憩） 

（午前１１時１０分 再開） 

○議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、永谷幸弘議員を指名いたします。 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  皆さんこんにちは。 

  議長より発言の許可をいただきましたの

で、６番・永谷幸広の一般質問を通告のと

おりさせていただきますのでよろしくお願

いいたします。 

  けさは大変寒さが厳しくございまして、

光風台の駐輪場前の信号で毎朝７時から８

時まで１時間、登校の見守りをしておりま

すけれども、けさはマイナス１度ぐらい下

がっておりました。そんな大変寒い中で紅

葉が大変きれいな時期となっております。

現在、寒さに負けずにしっかりと頑張って

おります。いよいよインフルエンザのシー

ズンが到来となりますけれども、もう既に

ワクチンの接種が始まっております。予防

として、いつも言われることですけれども、

マスクの着用や手洗い・うがいの励行に努

めることが大事ということです。一般的に

インフルエンザの特徴といたしまして急に

３８度以上の高熱が出たり、悪寒や筋肉痛

などの全身症状が強くあらわれます。特に

高齢者の方につきましてはインフルエンザ
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に罹患しますと肺炎などの合併症が心配さ

れます。感染しないためにも十分な睡眠ま

た栄養価を考えた食事をするとともに、部

屋を暖めて加湿器を活用したり、小まめに

水分補給することに努めていきたいと考え

ております。 

  それではこれより本番に入ります。 

  本日、私は５点について質問させていた

だきます。 

  まず通告書１点目の書籍消毒機のアンケ

ート結果について質問をいたします。 

  幼いころから良書に触れることはとても

大事なことでございます。そしてこのよう

な機会をつくる上で重要な役割を担うのは、

地域の図書館でございます。不特定多数の

人が自由に本を借りることができる図書館

であり、また幼児なども手にとる絵本など、

不特定多数の方の手に触れる上に、本棚に

置かれているだけでほこりがつくなど、意

外に汚れてしまいます。また、ノロウイル

スなどが流行している時期ともなれば、感

染に対する不安感が大きくなる気持ちも理

解できます。書籍消毒機があれば本が気持

ちよく借りることができまして、また読書

人口の増加も期待できます。そして昨年の

１０月現在でございますが、書籍消毒機を

導入する図書館が全国で約３４０施設、全

国的に見ますと約１割にも広がっておりま

す。活字離れが指摘される今ほど本に親し

むための教育が求められているときはあり

ません。そして書籍消毒機の設置が活字文

化の向上と安心・安全な図書館環境の構築

に役立つものと考えます。御存じのように、

７月１日からですけれども、北摂地区７市

３町で図書館の広域利用がスタートいたし

ました。北摂地区７市３町に居住する方は

地区内の全ての公立図書館で本が借りられ

るようになりますし、通勤・通学の途中や

買い物などの際にも他市町村の図書館を利

用できるとともに、借りられる本の冊数が

７市３町合わせて約６５０万冊と飛躍的に

増加しました。このことから、豊能町立図

書館におきましても１１月末現在におきま

して貸出人数は6.４２％の増加、また貸出

冊数も6.６１％増加しております。また、

広報「とよの」１２月号にも出ておりまし

たけれども、来年平成３０年１月から府県

を越えた図書館サービスの広域的な連携事

業としまして、豊能町立図書館と川西市の

中央図書館の相互利用が始まります。この

ようなことから、今後も貸出冊数は増加す

ることが予想されることから、やはり利用

者が安心して本を手にしてもらうためにも

この書籍消毒機の設置は考えるべきじゃな

いかと私は考えます。 

  私は６月定例会におきまして、利用者が

安心して本を手にして、本や図書館をもっ

と好きになってもらうためにも大切な本を

いつもきれいにする書籍消毒機の設置を提

案しましたが、理事者側からは書籍消毒機

の導入についてはまず５年間リースで借り

たとすると１年間に２館で、二つの西と東

ですね。この２館で５０万円ほどの費用が

かかることになりますと。今現在、図書の

購入費用は年間予算５００万円で、その１

割がこの分に消えるという形になってきま

すので、そうなった場合にその分を新刊図

書の購入に回すほうが住民の方には喜ばれ

るのではないかという考えもありますので、

今すぐに機器を導入するかどうかというこ

とにつきましてはもう少し検討が必要では

ないかと考えているところですという答弁

をいただいております。このような経過の

中で、８月ごろでしたか、書籍消毒機を図

書館と中央公民館に試験的に設置されたと。

これが突然に広報「とよの」の中でお知ら

せがあったんですけども、そういう試験的

に設置されまして、利用された住民からア
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ンケートをとられております。まず初めに、

この書籍消毒機を試験的に設置されたこと

についてどういう意図があって設置された

のか、この点について伺いたいと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  書籍の消毒器でございますけれども、試

験的に設置しましたのは、たまたま業者の

ほうからそのような機械の貸し出しがあり

ますよと、今やったら機械がありますけど

どうですかというようなことがございまし

たので、６月議会での質問等もございまし

たので、たまたま時期が合ったということ

から試験的に設置をしたということでござ

います。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  そこで住民さんからアンケートをとられ

たいうことなんですけども、その意図につ

いてちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  消毒器を試験的に設置するわけでござい

ますので、当然その設置について住民様の

反応といいますか、考え方を知りたいとい

うことからアンケートもとったということ

でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  図書館と中央公民館二つで設置されまし

てアンケートをとられておるんですけども、

それぞれの結果についてお伺いしたいと思

います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  アンケートの結果でございます。結果だ

け申し上げますと、図書館で消毒機を使う

ことを望まれますかということに対しまし

て、全体の９2.８％の方がその旨希望され

るという結果が出ております。ただし、こ

の期間図書館を利用されました方は3,００

０名を超えております。その中で図書消毒

機の横にアンケートを置きまして、職員も

おったんでございますけれども、回収率は

わずか３％、１００人にも満たない９８件

しかございませんでした。いかに図書消毒

機を利用された方が少なかったかというこ

ともあわせてわかったところでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  ３％という形で今お聞きしましたけども、

このアンケート結果については今後公表さ

れるのかどうか、この点についてお伺いい

たします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  アンケートをとった結果、今、言いまし

たようにわずか３％の方の御意見でござい

ました。これをそのまま公表することが果

たして全員の意見としてとらわれないかと

いうようなこともちょっと今、懸念をして

おりまして、アンケートをとった結果自体

どのように取り扱うというのは、今、図書

館と我々で協議をしておるところでござい

ます。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 
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○６番（永谷幸弘君） 

  アンケートとられて今後の考え方なんで

すが、６月のときの答弁、先ほど言いまし

たけれども、今後は教育委員会として消毒

機の設置について今後どのように考えるの

かお伺いしたいと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  前回も私、答弁をいたしました。その中

でやはり図書館の使命といたしまして、今

どんどんどんどん新しい本が出てきており

ますので、そういう新刊図書を住民の皆様

に提供していくということがやはり一番大

事だと思っております。それから古い蔵書

がございます。古い蔵書で、もうかなり皆

様に御利用いただきまして、利用に耐えら

れないような状況になっている蔵書もござ

います。その中でもやはり大切なものにつ

いては買いかえをしていかなあかんという

ふうには考えております。そのようなこと

を考えますと、今現在、北摂では摂津市、

吹田市のみ、近隣でも三田市のみしか導入

していないこの消毒機を導入するよりは、

その予算をそのような図書の充実に充てて

いくべきではないかと考えておりますので、

現在すぐにこの図書消毒機を導入するとい

う考えはございません。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  今後のことを考えて、すぐには無理です

けれども、今後数年間の間にスケジュール

を立てて、町長とも相談せんとあかんと思

いますけれども、そのことのスケジュール

感についてはどうお考えでしょう。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  今ここで何年後にとかというようなスケ

ジュール感というのは持っておりません。

近隣等これからもいろいろと調査をいたし

まして、導入の時期がくれば導入すべきか

なとも思います。ただ、先ほども議員から

もおっしゃっていただきましたように、広

域利用等によりまして図書館の利用者数、

利用の冊数等もふえてきております。消毒

機がなかってもどんどんふえてきているよ

うな状況もございますので、いましばらく

やはり様子を見ていきたいということでご

ざいます。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  広域利用の話が出ましたけれども、これ

から川西市とも連携をされますが、いうた

ら亀岡ですね。亀岡とも広域連携の話が出

てくるかもしれませんので、この点につい

ても今後消毒機の設置についてはしっかり

と検討した上で考えていってほしいと思い

ます。 

  続きまして通告書２点目の旧吉川交番跡

地の利用について質問いたします。 

  国道４０７号線吉川交番前の交差点に右

折レーン設置工事が１０月ごろに完成しま

した。現在、旧吉川交番跡地は空き地のま

まになっております。現状そのままの状態

になっておるんですけれども、高齢者等が

買い物とか散歩に出かけるときに気になる

のが、途中で休憩する場所の問題がありま

す。安心して出かけられるように、その跡

地利用として高齢者の方が休憩できるなど、

公園スペースとして整備、活用してほしい

と思いますけれども、町の考えを伺います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 
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  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  本件土地につきまして若干経過を説明さ

せていただきます。 

  消防署の老朽化の移転に伴いまして旧消

防署があった横の公園の一部に消防署の建

物を建てたところでございまして、消防署

の建物が移転終わりまして、そのままの土

地のままの状態でございましたけれども、

４７７号の右折レーンの整備を町のほうが

要望しまして、大阪府のほうで工事をして

いただいたわけなんですけれども、その工

事の中で今の交番、前にあった交番が、当

初は移転する必要がないだろうというふう

なことがあったんですけれども、実際実施

設計やってみると移転しなければならない

と、建てかえなければならないというふう

なことになりまして、建設のほうと協議し

ましたところ、今のまま土地で建てかえる

よりも交差点にできるだけ離れたとこで建

てかえたいということから、今の交番がで

き上がったいうことでございます。なので

今、更地になっている部分、ここが全て公

園として整備される予定のところになりま

す。前にあった公園の面積を確保するとい

うことでございます。今回の公園の整備に

つきましては交差点に面した特性を生かし

まして、ここを通りすがりに眺めるとか立

ち寄るというふうな公園の整備をする予定

でございます。詳細につきましては平成３

０年度以降に整備をする予定でございます。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  あと、交番跡地のところ説明をしたんで

すけども、その吉川側の、もともとダイオ

キシンの汚染物倉庫があった場所が今空き

地になっておりますけども、そこも含めて

の公園化というか、そういう解釈でよろし

いでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  お尋ねのとおりでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  高齢者の方が休憩できるというような、

そういうスペースに３０年以降考えるとい

うことなんですけども、その点もしっかり

含めて考えていってほしいと思います。 

  続きまして３点目の各種証明交付申請書

の統一化なんですが、現在交付申請書につ

きましては豊能町の場合、住民票が見本あ

るんですが、こういう白地にこういう紙で

すね。住民票の申請でございます。戸籍に

つきましてもこのＡ４の大きさで紙が申請

しておりまして、印鑑証明書の場合はこの

黄色のということでなっております。これ

を一度に申請しますと各窓口で各１通ずつ

書くわけなんですね。当然、３枚書くんで

すけども。あと税務課への申請があればも

っと書かなければならないということで、

言いたいことは、全ての申請書欄には自分

の住所を全て書かないといけないというこ

とになるんですね。実際のところ、大阪府

の柏原市なんですけども、約３年前から住

民の皆さんの利便性を考慮して、印鑑証明

書、住民票、戸籍等の証明書、交付申請書

を統一しております。１枚の申請書で済む

ように実施されておりまして、見本がこれ

なんですね。ここに全て網羅されてると。

Ａ４の横なんですが、こういう形で統一さ

れております。本町におきましても住民サ

ービスの向上また事務業務の効率化を考慮

しまして、各種証明交付申請書をこの例を
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出しましたけれども１枚の申請書にまとめ

てはどうかということなんですが、この点

について伺います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  お答えをさせていただきます。 

  御質問のように、申請書を１枚の様式に

している府内の自治体もあるということで、

今、現に柏原市のを見せていただきました

が、メリットとしては、今、議員もおっし

ゃいましたように、例えば印鑑証明と住民

票の交付といった二つ以上の申請をされる

場合は、１枚の申請書であれば申請書への

氏名の記入も１回で済むというようなこと

が考えられますが、反面、申請書の大きさ

は今、柏原市の申請書にもありますように

最大でもやっぱりＡ４ぐらいの大きさでは

ないかと、それが限界ではないかと考えて

ございます。そこのスペースに印鑑証明、

戸籍、それから住民票といった申請に必要

な項目を全て入れますと一つ一つのスペー

スが細かくなると、文字も小さくなるとい

う、一方でデメリットがあるということも

ございまして、本町の住民さんの年齢層も

含めまして、一般的にそういう小さくなる、

細かくなるとなりますと見づらい、書きづ

らいといったこともあるのではないかと考

えられます。今後、本町といたしましては

先ほど申し上げましたことに加えまして府

内市町村、これの状況も考える必要がある

なと思っておりますが、今のところ１枚の

申請書にまとめるといったことは考えてご

ざいませんのでよろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  １枚よりは、これするほうがスペースが

大分狭くなるということなんですけども、

実質的に柏原市はやってるんですね。その

ところで具体的な話は聞いておりませんけ

れども、これで実際３年前からやっており

ます。先ほど部長のほうからお話ございま

したけど、いろいろな、字が小さくなると

かそういうことがあるんですけれども、具

体的にこれから検討というか、全くもうし

ないのかという、その点についてちょっと

お伺いしたいと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  今の窓口で、本町なんですけれども、複

数の申請をなさる方、印鑑証明だとか住民

票だとか、大体ざっくり感覚的なものなん

ですけれども３割程度だというふうなこと

を聞いてございます。そのようなことも含

めまして、それから先ほど申し上げました

ように、府内の市町村の状況、これも含め

まして、今後長いスパンでは検討していく

必要があるのかなと思いますけれども、今

のところ短期的それから中期的にはこのま

まいかさせていただこうと考えてございま

す。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  今後十分検討していただきたいと思いま

す。 

  続きまして４点目の発達障害の早期発見

について質問いたします。 

  発達障害者支援法ですね。これには発達

障害を自閉症、アスペルガー症候群、その

他の後発性発達障害とかもろもろ書かれて
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おりますけれども、その症状は通常低年齢

において発現するものとして政令で定める

ものということに定義をされております。

文科省が２０１２年２月から３月にかけて

実施した通常の学級に在籍する発達障害の

可能性のある特別な教育的支援を必要とす

る児童生徒に関する調査の結果によります

と、知的発達におくれがないものの学習面

なり行動面で著しい困難を示すとされた児

童生徒の割合は6.５％と。男女別では男子

が9.３％、女子が3.６％となっております。

また、２０１４年３月に公表された独立行

政法人国立特別支援教育総合研究所の補足

調査報告書では、6.５％の結果は貴校の現

状とほぼ一致すると思いますかという質問

に対しまして、回答した４割の学校では、

著しい困難を示すとされた児童生徒の割合

は6.５％よりも多いというふうに答えてお

ります。同時に行われたインタビュー調査

では昨年度は支援が必要な生徒が学級当た

り１１％近くもいたと。発達障害のある生

徒とは限らないけれども、不登校や学習の

おくれなど課題のある生徒はもっと多いと

いうふうに、中学校なんですけども、そう

いうコメントが報告されております。この

ようなことから、発達障害についての早期

発見ですね。また早期支援が重要だと考え

ておりますけれども、現在その本町におき

ましては３歳児健診から就学時健診まで健

診の機会がございません。小学校に入って

から問題行動や学習についていけないなど

親御さんが悩むという話がございます。発

達に明らかに異常がある場合は１歳半から

３歳でわかるんですけれども、比較的軽い

場合はわかりにくいというふうに言われて

おります。そこをどうやって見つけていく

か、保護者が相談しない場合でも発見でき

るように、新たにその５歳児健診とか就学

前健診などの整備が必要かなというふうに

考えます。そのときには発達障害の専門家

を配置するなどの取り組みが必要と考えて

おりますが、この件についてお考えを伺い

ます。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  お答えをさせていただきます。 

  発達障害者の方の早期発見、早期支援、

これは非常に重要なことだと行政も考えて

ございます。３歳６カ月健診以降ほとんど

のお子さんが家庭内保育から集団保育へと

移行されます。家庭以外の人とのかかわり

が広がり言葉もふえてくるこの時期に、社

会性の発達、これらを見るには１回の健診

ではなく集団保育や遊びの中で継続的に子

どもの様子を見ていくことが重要だと考え

てございます。したがいまして現在本町で

は５歳児健診といった定点的な対応はして

ございませんが、もっと広く線的に面的に

保育所や幼稚園を通じて常日ごろから気に

なるお子さんについては連携を教育委員会

と生活福祉部ととりまして、保健師や看護

師それから療育相談員による相談検査によ

り周囲の適切な対応について伝え、継続的

な支援を行っているところでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  集団的な中で発見するということなんで

すけれども、例としまして千葉県の佐倉市

なんですが、平成２８年度からその発達障

害を早期に発見して必要な支援に結びつけ

るために円滑に就学期を迎えることを目的

に、満５歳の誕生月を迎える子どもの保護

者に対しましてお祝いメッセージとともに

５歳児子育て相談の案内状を伝えておりま

す。送付しております。案内状の送付に際



 3－31 

しては改めて子どもの発達に目を向けてい

ただけるように、子どもの苦手なこととか

うまくいかないことなどを確認する項目を

あわせて案内しまして、保護者からの相談

につなげております。この５歳児子育て相

談というのは予約制で実施しておりまして、

言語聴覚士等の専門職の方が相談に対応し

ております。平成２８年度は１１人の相談

がありまして、１１人全員のお子様が発達

のおくれや発音が未熟などの理由で継続的

な支援が必要と判断されまして、言葉と発

達の相談室での言語聴覚士による支援につ

なげておるという、そういうことを佐倉市

ではやっております。先ほど部長からその

集団的な中という話を聞きましたけれども、

これも一つの方法かなと思っております。

発達障害を早期に発見して必要な支援に結

びつけるシステムとして、本町としまして

もこういう一つの考え方はあるんですけれ

ども、その点について前向きに取り組んだ

らいかがですか。どうでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  発達障害の早期発見ということでござい

ます。 

  豊能町教育委員会といたしましては母子

保健と子育て支援センターが連携いたしま

した家庭訪問、母子保健の健診において、

フォローの必要な乳幼児やその家庭につい

て母子保健連絡会を設けて情報共有を行い

まして、就園、入所の際に支援や配慮の内

容について引き継がれ、継続した支援が行

えるようにしております。これにつきまし

ては生まれる前から１歳前後の取り組みと

いうことでございまして、つくし教室とか

たんぽぽ教室とかいうようなものもござい

ます。 

  また、５歳児健診ということでございま

すけれども、当然教育委員会といたしまし

ては就学時健診、これ５歳の方の健診でご

ざいまして、学校保健法によりましてする

ことになっておりまして、その中ででも知

能については適切な検査によって知的障害

の発見に努めるとか、言語障害神経症その

他精神障害等のものについても発見に努め

るようなものも含まれてました健診をして

おるところでございます。また就学前の小

中学校ですね。乳幼児期から中学校卒業ま

でを見通しました一貫した支援が計画的に

行われますように個別の支援計画も作成し

ておるところでございまして、幼児、児童、

生徒の発達段階に連続性を踏まえた指導・

支援が適切に引き継がれるようなことを日

ごろから校種間の連携に取り組んでしてお

ります。これにつきましては大体６カ月ぐ

らい、保育所の入所年齢から１５歳までを

対象にしておるところでございます。町内

に通っておられる、保幼に通っておられる

方以外に、町外の就学前の施設に通ってお

られるお子さんもおられますので、このよ

うな方につきましても保護者の承諾を得ま

して在籍している施設の保育参観に行きま

すとか、児童の様子について就学する小学

校の関係職員と情報を共有をする場を設け

ておりまして、児童その他の家庭におきま

して今までからずっと支援を行っておると

ころでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  それでは現状の体制のままで発達障害に

関する対策は十分でいけるという、そうい

う解釈でよろしいでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 
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○教育次長（南 正好君） 

  就学前施設におきまして専門知識を有す

る准看相談員、例えば言語聴覚士でありま

すとか作業療法士でありますとか理学療法

士等も派遣をいたしておりますし、これに

つきましては小中学校にも派遣をしており

まして、指導や支援方法について助言をそ

れぞれ行っておるところでございますので、

今現在十分に対応できておるものと考えて

おります。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  それではこれからもしっかりよろしくお

願いしたいと思います。 

  最後になりましたけれども、５点目の、

新生児の聴覚検査です。これはずっと昨年

６月の一般質問からずっと取り上げており

まして、毎定例会ごとに質問させていただ

いております。粘り強く提案させていただ

いておりますけれども、新生児聴覚検査で

すね。厚労省の厚生科学研究所によります

と、新生児の1,０００人に１人から２人が

聴覚障害を持って生まれてくると言われて

おります。これはこれまでも述べておりま

すけれども、その先天性聴覚障害というの

は耳からの情報に制約があるために言語発

達がおくれまして、コミュニケーションの

障害のほかに情緒面とかまた社会性の発達

にも影響が生じます。聴覚障害を早期に発

見して適切な支援を行えば聴覚障害による

影響が最小限に抑えられまして、コミュニ

ケーションまた言語の発達が促進されまし

て社会参加が容易になると。つまり早期に

発見して早期から、つまり補聴器とか人工

内耳などの治療をすることにはその後の療

育にも影響するということですね。近年で

はその聴覚検査法の開発が進みまして新生

児に正確に検査できる機器が普及しており

ます。 

  日本産婦人科医会の調査によりますと、

分娩取扱機関における検査可能な施設の割

合ですけれども、平成１４年では３２％、

平成１７年度では６０％、そういう状態で

ありましたけれども、平成２５年にはもう

ほぼ８８％、恐らく平成２９年には９０％

を超えていると思いますけれども、どこに

行ってもそういう聴覚検査が可能であると

いう、そういう体制が現在も整備されてお

ります。乳幼児の早期に先天性の聴覚障害

を発見することは、その後の言語発達や情

緒、社会性に大きな影響を及ぼすことから

聴覚検査の必要性は高いと私は考えており

ます。国におきましても全ての新生児に対

して新生児聴覚検査を実施することが重要

でありまして積極的に取り組むことと国で

はされております。 

  身近な体験なんですけれども、私の娘の

友人がこのたび出産されまして新生児聴覚

検査をしたところ要検査の判定が出たと。

そういう早期に発見したことで適切な支援

につなげられてよかったというふうに声を

聞いております。そういう身近な体験なん

ですが、やはり聴覚検査をしてわかってよ

かったなという、そういう声を聞いており

ます。 

  豊能町では昨年６月の定例会におきまし

て平成２７年度の新生児５６人に対しては

５０％未満の方しか聴覚検査がされてない

という回答も聞いております。今、母子手

帳に聴覚検査を受けていますか・受けてい

ませんかというような項目が追加されてい

ますので、そういった意味でも全ての新生

児に対しまして聴覚検査が実施されるよう

に、つまり全員検査の推奨ですね、町から。

検査結果の届け出など、そういったところ

も含めて検討する必要があるんじゃないか

というふうに考えます。この検査の必要性
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は本当に高いと思いますけれども町の考え

を伺います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  本町では母子手帳を交付する際に新生児

聴覚検査についてのパンフレットをお渡し

をしてございます。その時点で新生児聴覚

検査についての周知を行ってございます。 

  それから出生後、届け出をしたらと、検

査をされた方に届け出をしてもらったらど

うかというような御質問なんですけども、

また検査結果の届け出についてはあえて届

け出をいただかなくても、るる以前から申

し上げてますように、本町の場合は保健師

が出生後１カ月をめどに全ての乳幼児のお

宅に訪問をさせていただいてございます。

そのときに保健師が母子手帳の確認をさせ

ていただきますが、そこに今、議員がおっ

しゃいましたように、検査をした場合は医

師が母子手帳にチェックをするということ

になってございますので、それの確認が保

健師ができるということでございますので、

届け出までは要らないかなと思ってござい

ます。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  ２７年度の報告の中で実施されている５

６人のうちお１人が亡くなられております

が、聴覚検査の実施が２５人という数を聞

いております。これは実際に記載があった

からというふうに解釈してるんです。その

中で記載なしが２７人ということでいただ

いてるんです。これは今の回答と相反する

ことなんです。この点についてちょっと答

弁をお願いします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  申しおくれました。パンフレットの配布

をさせていただきました時期でございます

が、平成２９年度、今年度の４月からとい

うことになってございますので、今年度の

４月から周知をさせていただいてるという

ような状況でございます。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  ことしの４月からということでお聞きし

ました。データが２７年ですので実質記載

なしが２７人ということは聞いておりまし

たので、４月からそういうことで、なお一

層把握できるようにしていただいたという

ことで確認しました。 

  この聴覚検査、すぐにできる検査なんで

すけども、赤ちゃんの耳に機械を当てて脳

波とかその返ってくる音によって聴力を調

べます。生後３日以内に行う初回検査と、

再検査が必要とされた赤ちゃんを対象に行

う生後一週間以内に実施する確認検査あり

ますけど、大体１回当たり5,０００円とい

うことで聞いております。新生児の聴覚検

査というのは生まれたときから耳が聞こえ

にくい赤ちゃんを見つけるための検査にな

りまして、国は全国の市町村に対しまして

原則として生後３日以内に全ての赤ちゃん

を対象に実施するように求めております。

先ほども述べましたが、平成２７年度の実

施率は５０％未満と、ことしの４月からよ

り一層実施されるように周知等はするとい

うことなんですけれども、実施率が高まる
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ように私も期待しておりますけれども、こ

の聴覚検査の発端となったのは岡山県なん

ですね。この岡山県、まず２００１年７月

に国の補助を受けまして全国初の新生児聴

覚スクリーニング事業を始めました。これ

がきっかけだったわけです。２００６年度

に国庫補助が廃止されまして、それ以降２

００７年度からは県費、県の費用で事業を

続けたと。ところが２００８年度から全市

町村に判断を任せたんですが、全市町村が

独自の補助制度を創設したということにな

ってまして、また１４年度の検査実施は８

９％と。委託契約を結んでいない医療機関

を含めるとほぼ１００％になってるという

ことでございます。これは自治体によりま

すけれども、ここの岡山県では半額程度、

約2,７００円ぐらいの補助を助成されてる

ということなんですね。赤ちゃんが検査を

受けていない背景につきましては、日本産

婦人科医会によりますと、検査を行う市町

村に聴覚検査の重要性が広く認識されてい

ないという。これは我が町にしましてもそ

ういう認識かどうかわかりませんけれども、

ほぼそういうことかなというふうに言われ

ております。さらに費用の補助の面でも課

題があるというふうに言われております。

産婦人科医会では検査費用が補助されてる

自治体では実施率が高いという調査結果が

出てると。ただしこれは調査されてからの

結果なんですけども、やはり高いという結

果が出てるというふうにコメントしており

ます。乳児期の先天性の聴覚障害を早期に

発見することは、先ほども述べましたけれ

ども、その後の言語発達とか情緒、社会性

に大きな影響を及ぼすことから、聴覚検査

の必要性は私は高いというふうに考えます。

国におきましても全ての新生児に対して新

生児聴覚検査を実施することが重要であり

まして、積極的に取り組むこととされてお

りますことから、何回も言いますけれども、

我が豊能町もこの検査費用を公費助成する

考えはないのか、この点について伺います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  お答えをさせていただきます。 

  この御質問は議員おっしゃいましたよう

に６月ぐらいからずっといただいてござい

ます。認識が町にないのかと、必要性のと

いうことですが、子どもたちの健やかな成

長についてはお母さんお父さん、それから

行政もちろんですけれども、地域の方々も

それは皆望んでいるところでございますし、

健やかに育ってほしいというところがござ

います。ですので豊能町では出生後１カ月

をめどにほぼ１００％保健師が乳幼児訪問

を行ってございます。その際に保護者の

方々から聞こえ方について、その課題がな

いかどうかということも聞き取りをさせて

いただいて、そうした中からもし課題がご

ざいましたら適切に早期に医療につなげて

いるというふうな状況もございます。それ

から４カ月健診、このときには小児科医に

も見ていただきながら、その方の子どもの

育児、それから栄養状況等々全般にわたり

まして、もちろん聴覚についても確認をい

ただきまして、早期発見を目的にさせてい

ただいてございまして、その時点でも母親

の悩みを解消して順調に育児を行っていた

だくこと、これに努めているところでござ

います。本町では新生児期の訪問、それか

ら先ほど申し上げましたように４カ月健診

でも有効に機能していると考えてございま

す。したがいまして、現時点では新生児聴

覚検査の公費助成は考えてございません。

今後も乳幼児の訪問、それから４カ月健診

等々を通じまして、難聴の疑いがあるお子
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さんについては早期に医療機関と円滑な連

携を図ってまいりたいと考えてございます。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  人の判断によって確認するということな

んですけども、やはり機械ですね。数値で

しっかりとやることが私は大事だと思いま

す。人は感覚が違いますからね。これも前

から何回も言ってるんですけれども、そう

いうきちっとした機械によって判断をする

ことが一番大事かな。誰が見ても、客観的

にも、それが大事かなというふうに思って

おります。先ほど健診を受けているかいな

いかについてはことし４月１日から周知さ

れまして、これから正しいデータが出てく

ると考えております。来年３月、４月ぐら

いですね。そのときのデータが出るかと思

いますけれども、そのときのデータを含め

まして実際にその実施率がされているかど

うか、パーセントはどれぐらい上がってい

るかどうか、この点について再度お聞きし

ましてまた質問させていただきます。 

  一般質問を終わります。ありがとうござ

いました。 

○議長（橋本謙司君） 

  以上で永谷幸弘議員の一般質問終わりま

す。 

  この際、暫時休憩いたします。 

  再開は１３時といたします。 

（午前１１時５４分 休憩） 

（午後 １時００分 再開） 

○議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、西岡義克議員を指名いたします。 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  ただいま、議長より御指名をいただきま

した。これより一般質問をさせていただき

ます。 

  私はこの１２月議会はよりよい新年度政

策に向けてのチェック議会であると思って

おります。さて、池田体制も２年目に入り

ます。町制４０周年もさることながら、喫

緊の一大事でありますダイオキシン問題は

いまだ解決しておりません。さらに人口減

少は雪崩をうって下降現象へと推移してお

ります。追い討ちを掛けるがごとく、合計

特殊出生率は全国の市町村ではワースト３、

全国の町村ではワースト１という不名誉な

ふがいない状況にあります。さらに今回の

水道の値上げ問題等々、財源確保にいとま

がないという感がいたします。 

  昨年末において今年度の行政チェック、

さらに反省を踏まえて、よりよい新年度に

向けて今、議会、行政、住民が協働して、

町長のいうシビックプライドを持って、よ

りよいまちづくりに向けて協働してまちづ

くりを進めなければならないと思うわけで

あります。 

  そこで今回、いかに豊能町のシティプロ

モーションの展開をしていくかという観点

から質問をさせていただきたいと思います。 

  まず豊能町の一大事であるダイオキシン

問題でありますけれども、６月の議会での

町長の答弁は、第三者委員会の答申は真摯

に受けとめるが、権限のない第三者委員会

であって、納得がいく調査はできなかった

という感想がございました。確かに第三者

委員会の結論は、権限のない委員会である

ため、法的権限のある組合議会の百条委員

会による解明に期待するというものでござ

いました。がしかし、私は最後の第４章の

再発防止に関する提言における３項目、こ

の提言に関しては金貨極上に値する価値あ

る提言であると思っております。そして第

三者委員会の唯一の成果である再発防止に
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対する提案を、豊能町はそれに向けて組合

議会、百条委員会と一致一丸となって取り

組み、早期解決を図ることが肝要であると

思っております。そこで第三者委員会の答

申の対応について少しお伺いさせていただ

きたいと思います。 

  ６月議会の質問で第三者委員会は組合が

解散し町の組織として廃棄物の処理問題の

解決を図ることを提言していましたが、町

長は組合の解散より廃棄物の処理の問題の

早期解決が先決であるとの答弁でございま

した。午前中の質問の中で場所の選定はま

だ決まっていないということでありますけ

ども、予算に関しては今相談をしておると、

決まってないけどその取り組みをしている

ということでございますが、早期解決の可

能性についてもしあればお答えいただきた

いと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  池田町長。 

○町長（池田勇夫君） 

  西岡議員の御質問にお答えをさせていた

だきたいと、このように思います。 

  ダイオキシンの問題でございますけれど

も、議員の皆さんも御承知のとおりに、す

ぐその御報告はさせていただいているとい

うことでございます。先ほどからも御質問

がございました。現在今交渉中でございま

して、近々にも自治会の総集会を開いてい

ただくということでございます。皆さん御

承知のとおりに、どの自治会へまいりまし

ても反対だということでございます。先日

も申し上げましたけれども、各議員の皆さ

んも各自治会の会長あるいは町民の皆さん

に御理解をいただけるようなお話をしてい

ただかなくては、到底なかなかこの問題は

解決に至らないという事態になってきてい

るんじゃないかというふうに、私は今、感

じているところでございます。今後におき

ましても粛々と解決に向けて前に進んでま

いりたいというふうに思っておりますので、

どうか一つ御理解のほどよろしくお願い申

し上げます。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  やっぱりなかなか難しい問題なんで、職

員一丸となってできるだけ早い時期に解決

するように努力をいただきたいと。我々の

ほうもできることは協力させていただきた

いと思っております。 

  次に９月議会の内田部長の答弁で、コン

プライアンスの意識の徹底のために組合の

職員に町のコンプライアンス研修に参加さ

せるという答弁がございました。今、組合

の職員に研修に参加させているのかどうか。

それともう１点、職員の賠償責任の意識徹

底は図れたのか。さらに組合への財政面で

の損失は求めたのか。この辺ちょっとお伺

いしたいと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  まずコンプライアンスの研修でございま

すけども、今年度につきましては本町は１

月に実施を予定しておりまして、その１月

の研修の折には組合の職員にも参加をして

いただくよう呼びかけることとしておりま

す。 

  それから職員の賠償責任の問題でござい

ます。これは地方自治法の規定でございま

すけども、地方自治法の規定に基づきます

職員の賠償責任につきましては、これは以

前にもお答えをしたかと思いますけども、

６月１日付で財務規則を改正をいたしまし
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て、同日の朝礼におきましてその旨を報告

周知をするとともに、イントラネットの掲

示板に掲載をしまして職員に周知をしたと

ころでございます。 

  それから最後に組合への賠償責任、財政

面の請求ということでございますが、組合

への財政面の請求という、ちょっと意味が

わからないので、もう一度御質問をお願い

をいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  賠償責任というのは、我々豊能町は七十

何％出資しておるわけであります。今回財

政面でも非常に迷惑をかけられておると。

その部分に対してやはり一定の賠償責任は

要るんじゃないか。 

  それと以前にも私、質問させていただき

ましたけども、前町長のときですけども、

要するに中井副町長を出向させたと。にも

かかわらず出向費用から、出張費用から何

ら請求ないままに、大切なうちの豊能町の

職員を無償で動かしておると。この件に関

して財政面では我々組合に対して言えるん

じゃないかと。そういう意味の賠償責任で

あります。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  まず１点目、町がこうむった損害を組合

に請求せよという点でございます。町がこ

うむった損害というよりも組合がこうむっ

た損害というふうに思っておるわけでござ

いますけども、そのものにつきましては９

月１２日に組合が前管理者と前副管理者に

対しまして9,６５０万円の損害賠償と遅延

損害金の支払いを求める訴訟を起こしてお

りますし、また８月７日には仲介業者でご

ざいます株式会社環境テクノロジーに対し

まして不当利得の返還返還請求の訴訟、こ

れは組合が提起をしておりまして、組合が

勝った折には本町と能勢町にその分の返還

があるというふうに考えております。 

  それからもう１点、おっしゃいました中

井前副町長の出張旅費の請求でございます。

確かに両町の副町長につきましては組合の

役職というものはございませんけども、組

合というものは両町からなっておりまして、

組合の役職があるかないかということで組

合の業務に協力するかしないかが決まるも

のではないというふうに考えております。

今の乾副町長につきましても組合に協力は

しておるわけでございまして、中井前副町

長に限らず過去の副町長の方々も、助役さ

んも、組合の業務には協力をしてきたとい

うふうに考えてございます。これは町の本

来業務として当然のことではないかという

ふうに思っているところでございまして、

また副町長に限らず私ども一般職につきま

しても同じことが言えるのではないかとい

うふうに思っております。組合の辞令をも

らっておりますのは私と鴻野部長の２人で

ございますけども、ほかの事例が出ていな

い本町の職員につきましても全職員が一丸

となってこの難局に取り組むということと

しておりまして、それをもって町に損害が

出たとか組合に費用を請求するとかいうこ

とはないということでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  それは協力体制はいいんですけど、程度

というか、だから中井副町長に関しまして

は率先垂範といいますか、職員並みの、そ

れ以上のことをやらせてるわけです。そう

いうとこは私はやっぱり施設組合と豊能

町・能勢町、これはすみ分けが全くできて
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ないんじゃないか、なれ合いのそういうあ

れをしたらいかんと思うんですね。今後そ

ういうことも踏まえて、今、賠償の訴訟を

してるということで、その結果が出たとき

にまたそういう部分は応分のあれがあるん

じゃないかなと。これはもうこれで結構で

す。 

  続いて百条委員会で証人喚問をしている、

今、真っただ中でございます。その中で何

の情報提供もないまま組合が管理職員の解

任をし、そして豊能町が職員の復帰をした。

単に情報公開ということを内田部長は前回

の答弁で言ってますけども、これでやっぱ

り・・・情報公開ができているのかという

ふうに思うんですけども、どうですか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  今の御質問は部長級の人事についてだっ

たのかなというふうに思いますが、部長級

の人事につきましてはその都度広報「とよ

の」に掲載し、住民の皆様にはお知らせを

しております。 

○議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  ちょっと質問の仕方が悪かったのかな。 

  私が言いたいのは、豊能町と組合は百条

委員会に全面協力しなければならない立場

であります。にもかかわらず、百条委員会

は今、事実解明に向けて誠心誠意頑張って

おり、ただ、今はまだ道半ばであるという

ことを百条委員会の委員長は言っておられ

る中で、施設組合は百条委員会の重要証人

であり、かつ組合の重要ポストにあった組

合幹部職員を安易に解雇し、また豊能町は

すんなり豊能町職員として復帰させている

と。なぜ組合議員の中で証人喚問を受けた

重要証人の処分についての検討もしないで

豊能町の職員に復帰させたのかが私は非常

に理解に苦しむわけであります。このこと

は第三者委員会の答申を無視するものでも

ありますし、また組合にかわって悪戦苦闘

して頑張っておられる百条委員会の意欲を

低下させる背任行為に値するものであり、

さらには百条委員会を軽視するものであり、

住民からの嘲笑は免れないものであろうか

と思うんですけれどもいかがですか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  人事異動につきまして、その人事異動の

理由等を御説明することはございませんけ

ども、処分につきましては、これは処分を

した折の基準がございまして、その基準に

基づいて処分をいたしますし、また公表の

基準、これも本町持っておりますので処分

した折には公表はしてまいります。 

○議長（橋本謙司君） 

  暫時休憩します。 

○議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  先ほどの御指摘、百条委員会についてと

いうこともございました。百条委員会の調

査につきましては前管理者、前副管理者、

それから前事務局長、それから前副町長な

どが調査をされているというふうに聞いて

おりまして、それについては支障が出てい

ないというふうに思っております。今回の

人事異動についてそれに支障があるのかと

いうようなお尋ねかなというふうに思いま

すが、百条委員会については粛々と進めら

れているものというふうに考えておりまし
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て、人事異動がそれについて支障があると

いうふうには考えておりません。 

○議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  いやいや、そんなこと聞いてないねん。

要するにその重要ポストの組合の職員が豊

能町に帰ってきたということです。よその

市町村でこんな問題があったらやっぱり一

定の調査をして結果が出てから帰すと。し

かし今回は結果が出てなかったのかどうか

知りませんけど帰ってきてると。それをし

たのかどうか。しなかったらしてないとい

うふうに答えてくれたらええわけです。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  先ほど冒頭おっしゃいました、豊能町が

置きました第三者委員会、これで答申は頂

戴をしておりますけれども、この第三者委

員会の調査の折には、当然のことながら前

管理者でございました前町長、それから異

動いたしました前事務局長、これらの方々

にも調査をお願いをいたしまして、権限は

なかった調査でございますけども、それぞ

れ調査の御協力は頂戴し、私も事務局とし

て同席をしましたので、調査は一応して、

その上での人事異動でございました。 

○議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  豊能町はしたわけです。組合はしたのか

って聞いてる。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  組合がしたのかという御質問でございま

す。組合が調査をするとすると自分で自分

を調査するということになるのかなという

ふうに思っておりまして、それは組合とし

てするとすると、そのまま前の事務局長を

組合に置いたまま違う職員がそこにまた派

遣され調査をするというようなことになる

のかなというふうに思いますが、組合とし

て調査をするというのは今百条委員会でな

さっているというふうに考えておりますが。 

○議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  その第三者委員会で結論を出すと。百条

委員会が結果出ればまたそういうことも出

てくるのかなというふうに認識してよろし

いですな。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  池田町長。 

○町長（池田勇夫君） 

  西岡議員の御質問にお答えをさせていた

だきたいと思います。 

  今、西岡議員の御質問につきましては、

事務局長の処分について豊能町がそのまま

の状態で職員を採用してるじゃないかとい

うような御理解というふうに私はさせてい

ただいているわけでございますけれども、

現在のところまだ何もございません。結論

が出ましたらそのときに皆さん方に御報告

できるように、処分なりあるいはいろいろ

な流れをつくっていきたいというふうに思

っております。現在のところわかりません

ので、その点一つ御理解のほうよろしくお

願い申し上げます。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  わかりました。本来ならその処分が決ま
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ってから代えるのが本来の形やろなと思う

んですけども、それはそれでいいと思いま

す。後でまた結果が出たときに、皆さん一

般の住民の皆さんに報告していただきたい

と思います。 

  それでは次にいきます。 

  次は持続可能な行財政運営ということで、

私はこの豊能町に日本の未来みたいな気は

いたしております。それは資源のない国日

本、そして大手企業のない豊能町というこ

とでございます。つまり資源のない国日本

は他国の資源を輸入して人民・公民が働く

という、労働の文化を駆使してそして優良

な商品を製造輸出して今日の世界に誇る経

済大国を築いたわけであります。さすれば

大手企業のない豊能町は６０億の中小サー

ビス産業であるということで、それならば

町長の言う御自慢のシビックプライドを駆

使して持続可能なまちづくりを構築しなけ

ればならないと思うわけであります。とこ

ろが９月議会で、部長は全ての職員が職員

になった時点で既にシビックプライドを持

っているということを言われましたけれど

も、もう一度行政の言うシビックプライド

の意味をまず聞かせてください。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  町への愛着、誇りということでございま

す。我々は職員は全てシビックプライドを

持っているというふうに解釈をしていると

いうふうにお答えを申し上げたところでご

ざいます。 

○議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  実は私も勉強不足で、先般ネットでシビ

ックプライド検索したんですよ。そしたら

シビックプライドとシティプロモーション

と、こう出たんです。そしてシビックプラ

イドは、前よりもいい町にすると。もっと

いい町をという、そういう意味が含まれて

おるということがわかったんです。私は、

ただ単に頑張る、誇り、そういうことかな

と思ったんですが、そうじゃなくって、前

よりももっといい町にしてやろうという持

続的な行為であるというふうに載ってます、

これ。早い時期にシビックプライドとシテ

ィプロモーションの講演会があちこちでな

されているんですよ。ここでは何もなかっ

たですけどね。私は町が考えてやったんか

なと思ってすごいこと言うなと思ったんや

けども、結局つまりシビックプライドの醸

成を図るいうことが行政の仕事やと思うん

です。そのシビックプライドの醸成を図れ

ば自然発生的に自発的な行為が生まれて、

自然発生的によりよい町ができると、こう

いうことですね。そういうシビックプライ

ドを生むような状況、環境、雰囲気づくり、

そういう仕掛けをすることが大事なんです。

その仕掛けをするのは誰であるか。これは

まさしくそこに部長が言われているシビッ

クプライドを持ってるシビックプライド職

員そのものなんですよ。それがその雰囲気

をつくらないと自然発生的なシビックプラ

イドが生まれないし、シティプロモーショ

ンも起こらないです。だから私が初めそう

でもないんかなと思ったんだから、一度部

長も職員がシビックプライドを持ってると

いうのやったら職員のシビックプライドの

意識調査をしてみたらどうかと。どうです

か。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  先ほども申し上げましたが、もう既に職
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員はシビックプライドを持っているという

ふうに解釈をしておりまして、調査をする

考えはございません。 

○議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  調査せんでもデータとったらええんやと

思うんやけどね。そうせんと、この今の豊

能町の状況でそんなシビックプライドを醸

成するような状況にありますか。これ町へ

の誇りって書いてますけどね。私も前回質

問してるけども、町の状況は財政状況も非

常に厳しいと。さっき言ったように。そん

な中で住民さんがよし、よりよい町をつく

ったろと、まずその雰囲気づくりが第一や

ろうと思うんです。そういう意識を持った

職員さんがおるかっていうことです。やっ

ぱり養成せなおらんと私は今思いますよ。

だからそういうことがまず第一じゃないか

なと。そういう豊能町のまちづくりのキー

ワードは、要するにシビックプライド職員

の育成、それにかかってるんじゃないかな

と思うんですけども、部長どう思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  以前から議員はまちづくり仕掛け人とい

うような言葉をもって私に何回も御質問を

頂戴したというふうに思っております。職

員につきましてはそのまちづくりの政策が

立案ができるというようなことを目的に柔

軟性のあるものの見方、考え方ができると

いう、そういう備えが日ごろから必要であ

ろうというふうに思っておるわけでござい

まして、そのために職員には住民サービス

の向上でございますとか住民との協働のま

ちづくりの研修など関連する研修に参加を

させましたり、促してきたところでござい

まして、また先進自治体の事例の把握、視

察、これらによりまして町での取り組みの

可否を職員みずからが考えるというふうに

指導してきたつもりでございます。まずは

改革の意識を日々持ちながら職務をやって

いくということが重要であろうというふう

に思っておりまして、その意識を持つよう

に今後も研修を充実させていき、研修だけ

ではなく日ごろの仕事の中でそういう意識

の醸成も同時に図っていきたいと考えてお

ります。 

○議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  毎回同じようなことを言うとんねんけど、

要するにＰＤＣＡということも盛んに言い

はって、ところがＣ、チェックができてな

い。チェックしたけどもその後の対応がな

い。そのまま、また次のプランにいくとい

うことで、その辺がやっぱり変えていかな

あかんのちゃうかな。Ｃがない、形だけで

よりよい方向がないということやね。やっ

ぱりプロモーションというのは新しい、い

いものをプロモーションしていかなあかん

わけです。そのためにはやっぱりもっとい

い町つくってやるという意識改革、それが

基本やと思うけど、これはすぐにというわ

けにはいかんと思います。これまで私もい

ろいろ質問してきました。会計監査の決算

委員のあれかて自主財源を図り、自主財源

の獲得を図り、人件費の削減ということも

言うてきました。３年連続でそういうこと

もいまだに改善されてない。もちろん一朝

一夕にはいきませんけども、やっぱりその

辺も今後きちっとやっていただくと。その

根本が、今のシビックプライドを持った職

員がおるんやったら、その人らが仕掛けた

ら、住民さんほっとっても、よっしゃ一緒

によりよい町をつくったろと自然発生的に
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できるって書いてあるんです。そういうこ

とがやっぱり根本にないとこの町なかなか

難しいやろ。これは３月の予算委員会にそ

ういう施策が出てくるのかどうか期待して

おきたいと思います。 

  時間がありませんので次にいきます。 

  次に教育力日本一について。 

  これもしかしすごいこと言うなと思って。

一時、安倍第１期の内閣は教育大国日本と

いうのを提唱してやりましたけども、今回

池田町長は教育力日本一を提唱しています。

日本一ということは、私は教育は構成基礎

である家庭が大事だろうと私は思っており

ます。教育長は知・徳・体、知が１番で２

が徳で体という形で言うてましたけど、私

はまず徳であろうと思っております。なぜ

なら人間どう生きるかということですね。

いかに生きるかということですから、やっ

ぱりよく生きないかんわけですね。何ぼ知

をつけても悪知恵を働かして悪いことした

ら何にもならへんので、基本私は家庭教育

であろうと思っています。家庭教育という

ことはしつけということです。しつけはや

っぱり道徳的なもんということで、家庭で

挨拶ができているのか。私は朝、子どもと

の挨拶運動で元気がもらえていると同時に、

その子どもの家庭が見えるんですね、挨拶

してると。勉強にもなります。学校教育で

は先生が教師ということだけれども、家庭

では親が教師という。教育長が前回の質問

のときに言ったように、教師の質の問題と。

これ徳育を教育するいうのはその人自身が

徳を持ってないと徳育できないんですよね。

教科書があるわけじゃなし。つくるらしい

ですけども。教科書の問題もあると思いま

す。それともう一つはやっぱり教育環境も

あると思います。教育長が言うように、こ

こは地域が非常に協力的で、ですから家庭

の教育力、地域の教育力、学校の教育力、

これは三位一体となって、子どものやっぱ

り健全育成といいますか、これができると。

私は根本はやっぱり家庭教育だろうなと思

っております。その中で私も平成３年度に

府のＰＴＡ行きましたけども、その中でも

知・徳・体のバランスある教育ということ

も言ってましたけども、つまり学校週５日

制を目指したゆとり教育、これはどこでど

う間違ったのか知らんけども、先生も乗っ

てしまって時間的なゆとりに走ってしまっ

たと。私はこれは、子どもの真のゆとり教

育は思いやりの教育、心の教育やと思って

ます。あのときのテーマは心豊かな人間育

成ということを言ってたやったんですよ。

しかし残念ながら休むほうに走ってしまっ

た。政治的な問題もあったんですけども。

ですから教育現場が労働問題にすりかえら

れて、結果子どもが犠牲になったと。私も

残念ながら大阪府の代表で行きましたけど、

反対したのは大阪府だけやった。全てが乗

ってしまったということでありますけども、

今、豊能町この規模でやっぱりこういうこ

とがきちっとできると思います。幸いにも

教育長が言われたように、地域が非常に協

力的であるということで、何かいい方法が

あれば一つ提案してほしいと思いますが。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えいたします。 

  ただいま西岡議員からいろいろとるる教

育について御質問いただきました。 

  私も家庭が子どもたちの教育にとって第

一の責任を持ってるんではないかなという

ふうに思っています。これは教育基本法に

も述べてあるとおりでございます。やはり

家庭の教育力というのはその後の子どもの

人生にとって非常に大きな影響を及ぼすと
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いうふうな認識を持っております。そして

知・徳・体という順番でありますけれども、

一応私はこのバランスのとれた知・徳・体

というふうに豊能町の教育指導指針にも書

いてございますので、その点はちょっと御

理解いただきたいと思っております。 

  それから教育の質の問題で、教師の質の

問題でありますけれども、私もやはり第１

番に、今回、平成２９年度の学力向上プラ

ンに書いた第１番目のものは教師の授業力、

指導力というのを一番着目をいたしました。

これは今、西岡議員が言われる教師の質の

問題ということであります。ただ、そこに

徳育をどのようにしっかりともっていただ

くかということも非常に大事なことだとい

うふうに理解をしております。今回、来年

度から小学校の道徳が特別の教科道徳とな

りまして、いわゆる教科書を使い、そして

子どもたちの成長を評価するということに

なりました。今回７月に最終教科書採択を

させていただきました。そのときに保護者

の委員の方々からこんな話を聞きました。

今回は採択するときに道徳の中に教科書を

見ていたわけですけども、その中に道徳の

ノートがあります。これは教科書と別冊で

ありまして、その中に、この本に、子ども

たちが勉強することにとっても私たちその

ものも勉強させられるなというふうに言っ

ておられました。これはまさしく本当にこ

の特別の教科道徳になった意義がそこに隠

れているんではないかなと私は思いました。

そういうことで今回、特別な教科道徳が小

学校で、そして来年、再来年度中学校でそ

ういうことになりますけれども、非常にそ

ういう意味ではこの特別の教科道徳が実施

される契機になります。来年度からぜひ、

先生方だけでなく、子どもたちだけでなく、

保護者の方もその教科書を手にとって見て

いただければ随分変わってくるんではない

かなというふうに今は思うとこでございま

す。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  今度初めて道徳の教科化ということにな

りまして、今、教育長言われたのは教科書

の選定ということもあるんです。我々子ど

ものときにはそんなものなかっても、例え

ば偉人伝の本があったり、神話の本があっ

たり童話があったりいろいろあったんです

ね。ただ最近そういうのは余り見当たらな

いなという感じもしますし、それと学校、

私らも古いんかしらんけど、校庭の庭に二

宮金次郎の像があったり、それと常にやっ

ぱり平常時に学校には国旗がへんぽんと翻

っていたと。そういう教育環境も全く違っ

ていると。その中でこの道徳教育をすると

いうのは非常に厳しい状況があると思うん

ですけども、まず教師の資質の問題、力量

の問題だと思います。その辺は重点的にや

っていただきたい。今の二宮尊徳が、尊い

徳やのうて損得の損得になってるというよ

うな状況がありますんで、その辺はきちっ

と踏まえて、やっぱり基本的なことはやっ

ぱりやっていただきたいなと思います。そ

れにつけてはやっぱり地域、地域が割と教

育力あるという話ですけども、この前教育

長に質問した中で、自治会と教育委員会が

協力体制とれないのか、自治会に子どもを

預けて予算措置できないのかというような

ことも聞いたんですけど、その辺はどうで

すか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えいたします。 
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  本町における自治会並びに地域の皆様方

の協力体制については、以前にも御説明し

ましたように、本当に協力的であります。

私どもが今進めております教育コミュニテ

ィづくりということで、地域ぐるみの学校

支援ボランティアの活動に対する事業です

けれども、それを集計いたしますと、平成

２８年度は延べでありますけれども約6,８

００名の方々が何らかの形で学校に対して

の支援をしていただいております。それに

は校区の見守り、あるいは登下校の見守り、

それからゲストティーチャー、それから放

課後の支援事業とか、本当にたくさんの

方々がそのように協力をしていただいてい

るということで、本当に地域の教育力の高

さをまざまざとその数値的に見られるとこ

でございます。自治会に対しましては一応、

校区青育協というのが団体がございまして、

自治会の自治会長さんを中心として、校区

のそれぞれの方が協力して、子どもたちの

いわゆる課外活動的なところにもフォロー

していただいてるということで、それに対

しても既に補助金的なものも指示しており

ますので、その辺をいかにうまくさまざま

な形で協力連携ができればなと。ただ、直

ちに補助金を、あるいはいわゆる予算措置

をとする場合は、なかなか実際にその予算

措置に対しまして地域の方々の余裕が果た

してあるのかなというふうなことも若干心

配をいたしておりますので、今のところ改

めてそれを予算措置ということは今考えて

おりません。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  町長は教育力日本一というぐらいやから

町長部局のほうから出してもらうとか、い

ろいろ今後また考えていただきたいなと。

私は今、親がなかなか今までのそういう意

識がないと。子どもは子ども会に入りたい

のに親がなかなか協力的じゃないというか、

役員が嫌とかなんとかそういう状況になっ

てますんで、私は親関係なしに自治会が預

かったろかと、自治会で子どもを育てよう

かというようなことも思っております。そ

んな中で町が子どもを育てるんであればや

っぱり地域、自治会、地域と一緒になって

予算措置をするということもまた考えてい

ただきたいと思います。時間がないので要

望だけにしておきます。 

  次に、人口対策につきましては、これは

もうシティプロモーションとシビックプラ

イドの問題で解決します。これはもう内田

部長の双肩にかかってますんで任せます。 

  緑輝くまちに向けてということで、これ

はやっぱり人口政策が一番肝心だろうと。

そういう中でやっぱりインフラ整備といい

ますか、水道もそうです。これは生活イン

フラ、最低限のとこです。バス問題、交通

施策というのもインフラ施策の最低のイン

フラ整備ということでありますんで、これ

はやっぱりバスの問題も、内田部長が東西

バスなんか乗ってないという話やけども、

現実にリレー便に乗ってないと思います、

職員は。１回乗ったらわかりますけども、

西から東に行く人が３人、４人です。ほか

には森町でおりていきますねん。あんなの

リレー便でも何でもないです。それやった

ら少なくとも東西走らせたらそれ以上乗り

ます。間違いないです。だからそういう無

駄なことはやめて、それと財政再建でなっ

たということですけども、財政再建、財政

再建と大きなことを言うてますけども、サ

ービスを落として財政再建だったら誰にも

できるんです。サービスを落とさんと財政

再建をする、ここにやっぱり職員の能力が

出てくるわけですから、これ１回乗ってみ
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てください。多分東西バス走らせたら徐々

に乗ってきます。みんなないから諦めたよ

うな感じになってますけども。これまたう

ちの自治会のほうもそれは１回やってみよ

うという話ですので、また協力体制とって

いただいたらいいと思います。 

  それと環境問題ですけども建設部長に質

問したんですけども、他の市町村で条例な

いしその取り組みを調べておるということ

ですけどもどんなぐあいでしたか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  御質問にお答えさせていただきます。 

  他の市町村といいましても調べられると

ころが限られておりまして、お近くの猪名

川町なんかは土砂条例に係る供託金ですか、

こういったものを導入されているというふ

うに聞いておりますし、先日言っていただ

きました和泉市でしたか、そこもしている

というふうにはお伺いしています。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  そんなことないですよ。何ぼでもありま

すよ、調べたら。和泉市もありますよ。だ

からもうちょっと真剣に調べて、今度土砂

崩れが起きたら希望ヶ丘誰もおらんように

なりますわ、はっきり言うたら。やっぱり

もうちょっと意識を持って、それこそシテ

ィプロモーションしてもらわんと、なかな

か、それまた今度のとき、３月議会できち

っと聞いていきますので、ちゃんとした対

応をしていただきたいと思います。 

  なかなか国のほうも財政は非常に厳しい

て1,０００兆円以上の赤字を持っておるわ

けですけども、この前の新聞でもやっぱり

総務省が各地方の市町村歩いてます。やっ

ぱり財政調整基金が非常にたまっておるな

ということ。こないだの新聞、１１日の新

聞に載ってましたんで、やっぱりそういう

調査もしてるようでありますので、今後や

っぱり行政のほうもその辺もきちっと踏ま

えて、有効な、行政施策、そして有効な利

用をしていただきたいと思います。 

  私は今回怪文書で寝た子を起こされまし

た、はっきり言うて。今回の選挙において

も１票の重さをつくづく感じました。当選

後「西岡さんおめでとうございました。こ

れからも頑張ってね。」と、その後に「お

父さんと私も１票入れたからね」とか。だ

から家族３人やからね。」との前代未聞の

仁の一言を賜りました。万感の極みです。

孔子の論語に「巧言令色、鮮ないかな仁」

というのがありますが、今回得難い「鮮な

い仁」を頂き、感謝をもって一期四年の議

会活動を全うしたいと思います。今後とも

行政と一緒に頑張っていきたいと思います

のでよろしくお願いいたします。 

  これで一般質問を終わります。 

○議長（橋本謙司君） 

  以上で西岡義克議員の一般質問を終わり

ます。 

  次に、田中龍一議員を指名いたします。 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  皆様、改めましてこんにちは。２番田中

龍一でございます。議長から発言のお許し

がございましたので、一般質問をさせてい

ただきます。 

  まずは、今回議員という立場をいただき、

一般質問させていただけますのは、多くの

住民の皆様の御支援のおかげでございます。

心から感謝し、御礼申し上げます。これか

ら住民の皆様を代表として、今回しっかり

と質問させていただきます。豊能町をより
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よい町へと変えてまいりたいという思いで

質問、提案をさせていただきますので、理

事者の皆様におかれましては、前向きな御

答弁をよろしくお願い申し上げます。 

  まず１点目、防災行政無線についてでご

ざいます。 

  こちらは、昨今の異常気象で毎年のよう

に局地的な大雨が降り、ここ豊能町でも毎

年のように避難勧告を出すような、そうい

った事態でございます。 

  そういった中で、災害発生時の連絡とか、

情報提供手段、こういったことは非常に大

事で、今回、防災行政無線をつくられると

いうことで、大変いいことだと思います。

その中で各家の中でも聞けるようにという

ことで、戸別受信機、これの貸与というこ

とをやられるということを１０月の全員協

議会で説明を受けました。そこで聞きまし

たところ、対象とする世帯は、先ほども質

問の中でありましたように８００人程度で

ございます。そこで、私は、８００人程度

であれば、戸別にそれぞれ郵送するなり、

お伝えするなりするべきではないかと、広

報でされるという話でしたので、広報です

ると、要は８００人の方にも伝わりますけ

れども、関係のない８,０００人の方にも、

８,０００世帯の方にも伝わるということで

ございまして、これは非常に混乱を招くの

ではないかということでお願いしたところ

でございますけれども、広報でされたとこ

ろでございます。 

  また、その広報の内容も見てみますと、

例えば、土砂災害特別警戒区域内に住まれ

ている方もこの戸別受信機の貸与の対象に

なるんですけども、この方は対象であるか

どうかと調べるのは御自身が、例えば、大

阪府とか、豊能町とかの建設課で図面で確

認するとか、もしくは、豊能町の総合防災

マップ、町のホームページで御自身で確認

して申し込むということになっておりまし

た。これは豊能町はもう既に知っているこ

とをわざわざ住民の皆様に手を煩わせるよ

うなことというのはすべきではないのでは

ないのかなと。また、その書類が私のとこ

ろへ入っていると思って、警戒区域に入っ

ていると思って出してこられたとしても、

それをまた職員の方がチェックする。職員

の方も二重の手間、もし万が一警戒区域に

入っていなかったとしたら、この方は全く

無駄なことをしてしまうというようなこと

になってしまいます。そんなことを考える

と、これは本当に公募して大丈夫だったの

かなと。募集をされていますけれども、本

当に問題がなかったのか。どのような認識

でいるのかということについてまず１点目

お伺いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  防災行政無線の戸別受信機の貸与の広報

の仕方についてでございます。戸別受信機

の貸与の周知につきましては、今、議員か

らも御案内のありましたとおり、広報に掲

載いたしまして、また、その広報に申請書

を同配をしたというような形で、全世帯に

お知らせをしたというところでございます。

議員からは、先ほども御自身でおっしゃい

ましたとおり、全協で御意見を頂戴をいた

しまして、再考もいたしました。我々とい

たしましては、先ほどもほかの議員の方に

もお答えいたしましたけども、要支援者の

お住まいの世帯、これにつきましては、１

２月に名簿が更新をされますので、名簿の

更新後、個別にまたダイレクトメールでお

送りをしてお知らせをしたいというふうに

思っております。 

  それから、もう一点おっしゃいました、
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土砂災害特別警戒区域へのお知らせでござ

いますけども、これは先ほどもお答えいた

しましたけども、大変わかりにくい地図と

いいますか、家の玄関だけがここ赤かなと

か、裏だけがここ赤かな、黄色かなとか、

わかりにくい地図というふうになっており

ます。ですから、特別警戒区域に入ってい

るか入っていないかにつきましては判断が

非常に困難ということで、これは区域を指

定した大阪府でないと判断できないという

建物も多くあるというふうに思っておりま

す。このために、その図面の区域内の建物

を地番図でございますとか、住宅地図とか

で照合いたしまして、まずは住所を特定す

ることから始める。それから、次に住民基

本台帳を見まして、実際にお住まいになっ

ているかどうか、これも調査をして、それ

からお知らせをするというようなことも必

要かなというふうに思っておりまして、こ

れらのことを手間を考えましたら、大阪府

でないと確認できないというようなことも

ございまして、今回は戸別配布は見送った

というようなことでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  今大阪府でないと判断できないという話

でございましたけれども、実際、土砂災害

警戒区域に入っていると思われた方が、要

は豊能町に申請される。この戸別受信機を

貸すか貸さないかというのは豊能町の方が

判断されると思うんです。そうすると、そ

こで一定の判断というのは豊能町でやるわ

けですから、その判断がつかないというの

は私には理解できないんですけれども、そ

の点についてお伺いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  大方のところはレッドゾーンに丸ごと家

の敷地が入っているとかいうことで判断は

できると思いますけども、私が今申し上げ

たのは、レッドゾーンかイエローゾーンか

判断しにくい、要するに、何も指定がない

区域かもわからないし、その辺のところは

大阪府に確認をしないとわからないので、

全てのおうちに戸別配布することは不可能

でしたというふうに申し上げました。 

  したがいまして、自分のところがレッド

ゾーンであるというふうに申請なさってき

た折には、当然町で入っておればわかりま

すので、申請あれば設置をいたしますけど

も、これはレッドゾーンではないなという

ようなことでございましたら、大阪府に町

から確認はしたいというふうに思っており

ます。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  今おっしゃられたように、わかりづらい

ときは大阪府に判断を求めるという話でし

たけれども、であれば、今地図でこの時点

で判断を求めればいいのではないのかなと

思います。なぜそんな厳しいことを言うの

かといいますと、これは本当に人の命がか

かっている話ですので、これをやはりきっ

ちりとその方にお伝えするということが大

事だと思っておりますので、その点はやは

りきっちりと考えていただきたい。図面上

でも行政間で、豊能町と大阪府で地図もあ

るわけですから、ここは入る入らないとい

うのはそれは容易にできるはずですし、そ

の作業というのを怠るというのはいかがな

ものかなと。やはり町民の命を預かる町と

してはそのあたりのことをこれをやらない

というのは僕には理解ができません。その

あたり、もう少し考えていただきたいと思
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いますし、もう一点、この土砂災害特別警

戒区域は対象になっておるんですけれども、

土砂災害警戒区域、これについては入って

おりません。土砂災害警戒区域というのは

定義としては土砂災害が発生した場合、住

民の生命、または、身体に危険が生じるお

それがあると認められる土地の区域という

ことで、これも非常に警戒避難体制を特に

整備すべき区域ということでなっておりま

すけれども、なぜ土砂災害警戒区域のほう

は今回対象とされなかったのでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  土砂災害特別警戒区域と土砂災害警戒区

域、これはレッドゾーンとイエローゾーン

というふうに呼ばれますが、イエローゾー

ンの部分につきまして、以前に担当が建物

の数を数えたところ、大体１,０００近くあ

るというようなことでございました。ただ、

大阪府の資料では１，８２５というふうに

記されているようでございます。この屋外

スピーカーの整備が基本ということで今回

始めたわけでございますけども、それらに

つきまして、数も多いということから、こ

のたびは屋外スピーカーが基本ということ

で、戸別受信機につきましては財政面のこ

と等も考慮いたしまして、イエローゾーン

は対象としなかったというような状況でご

ざいます。 

  なお、対象を決めます前に、大阪府内で

先行して屋外スピーカー並びに戸別受信機

をつけていらっしゃる市町村たくさんござ

いますので、大阪府内の状況も調べてみま

したが、いわゆるレッドゾーンにさえ戸別

受信機を設置しているという例はなかった

ということで、レッドゾーンを対象にして

いる市町村は豊能町のみというような状況

で、イエローゾーンについては、豊能町対

象にしていませんが、そのような状況であ

ったというようなことはお知らせをしてお

きます。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  太子町の状況はどうでしょうか、大阪府

太子町です。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  太子町につきましては、レッドゾーン、

イエローゾーンとか、要支援とか、そうい

うこと関係なく、全ての御家庭で希望する

世帯には設置をするというふうになってご

ざいます。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  ですので、太子町なんかは大事だという

ことで全ての戸数、全戸にやっているわけ

です。太子町、ちなみに４,０００戸やられ

ているということですけれども、財政的に

厳しいという話ですけれども、これは総務

省からの特別交付税が７０％措置されます

よね。かつこの特交の措置をされることの

条件として、土砂災害警戒区域の世帯や高

齢者、障害者など、音が聞こえにくい方や

避難に時間がかかる世帯となっておりまし

て、ここで例示しているのは、土砂災害警

戒特別区域じゃなくて土砂災害警戒区域で

す。ですから、費用面からいっても、７

０％の措置を受けれるし、国としてもこう

いうところにやりなさいということで、特

交の措置が出されているようですけれども、

私はやはり何度も言いますけれども、人の

命がかかっていることですから、それが１,
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０００世帯になっても、例えば、太子町に

したら全戸で、今申し込んでいるところで

４,０００世帯と聞きましたけれども、７

０％の特交の措置があるので、これはぜひ

やっていただきたいと思いますけれども、

再度質問させていただきます。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  今回、広報１１月号に記事を載せさせて

いただいて、どのような反応があるかも注

視をしておったわけでございますけども、

土砂災害警戒区域であるとか、土砂災害特

別警戒区域であるとか、そういうことにつ

いてのお問い合わせは１件のみであったと

いうようなことで、今のところ住民の皆さ

んの反応はそんなにないのかなというふう

に思っております。実際申し込みも数件だ

けであったというようなことでございまし

た。 

  今後につきまして、田中議員のおっしゃ

るようなそういう御要望が多々ございまし

たら、当然再考はしなければならないとい

うふうには思っております。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  再考よりは、私なぜこれを厳しく言うか

といいますと、豊能町でこれまで一番大き

な災害があったのは何か御存じでしょうか。

もし御存じでなければ言いますけれども、

阪神大水害という災害名で、これは豊能町

史に載っておるんですけれども、東能勢村

のときです。これは山津波、今でいう土砂

崩れ、今のまさに土砂災害です。これで死

者９人、家屋流出、倒壊４６カ所、家屋浸

水６７カ所、山崩れ３００カ所、町村道崩

壊３９カ所、河川等崩落４８７カ所とこう

いう災害があったところです。また、御存

じの、これは人災に近いかもしれないです

けれども、違法に積み上げられた土砂が崩

れたりとか、土砂に関しては非常にこの町、

残念ながら危ういところがあります。先ほ

どのこれについては、瀧本訓導の碑という

ことで、これは訓導さんが、瀧本先生が土

砂で崩れてきたところを、子どもを命をと

して救ったという、この防災、これは本当

にこんなことがあったよということを残す

がために、昔の人がこの町はこういうこと

に注意しなさいよという石碑まで残してい

る、こんな大事なことだと思います。です

ので、これについては僕ぜひともこれやっ

ていただきたい。お金がないというのは、

交付税措置で７０％も出るわけですよね。

広報だけ見たんじゃあ、皆さん意識ないで

すけれども、やっぱり各戸来たらそれで、

ああ、自分の家はここに入っているんやな

というのは意識される。やっぱりこの意識

していただいて、何かあったときにすぐ逃

げれるというのが、これがやっぱり一番大

事だと思いますので、これについてはもう

ぜひともやってほしいんですけれども、再

度回答を求めます。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  同じお答えになって申しわけないんです

けども、先ほど広報でお知らせしたところ、

土砂災害警戒区域であるかないかというお

問い合わせは１件のみであったというよう

なことでございました。それから、お申し

込みもほんの数件ということで、今のとこ

ろ、皆さんの反応といいますか、そういう

ものは余りないというような状況でござい

ます。議員のおっしゃるような、皆さんが

危機感を抱いていらっしゃって、どうして
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も戸別無線機が欲しいというような声が

多々あればそのときはもう４００台が足ら

なくなるでしょうから、それは再考が必要

であろうというふうに思っております。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  何か起こってからでは遅いんです。です

から、財政的には国が７０％も見てあげる

というているわけなんです。やはりこれを

お知らせして、注意喚起だけだったらして

あげてほしいんです。それはぜひぜひお願

いします。これはもう本当にこんなこと言

いたくないですけれども、この非常に大事

なこと、これをお伝えしたけれどもやらな

かったということで、今後もし災害が起こ

って、そこの家の人がこういう情報を知ら

なかったからということで逃げおくれて死

んだとかという話になったら、これは不作

為が問われる可能性もあろうかと思うんで

す。そんなことも含めて、じゃあ、町長に

ちょっと答弁お願いしたいんですけれども、

ぜひともお金は７割見てもらえるし、土砂

災害の危険というのはこの町は非常にある

ので、その辺の広報というのはぜひともち

ょっと再考していただきたいんですけども、

お願いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  池田町長。 

○町長（池田勇夫君） 

  田中議員の質問にお答えをさせていただ

きたいと思います。 

  田中議員そのようにおっしゃいますけれ

ども、今、町民の皆さんがそれだけの認識

を持っておられないというのも事実なんで

す。だから、その辺につきましては、議員

の皆さんもともに我々行政、行政とおっし

ゃいますけれども、行政だけではできない

部分もございます。だから、その辺につき

ましては、地域のことは地域でということ

で、私タウンミーティングに参りまして、

皆さんにお願いをしております。自治会長

さんにもお願いして、そういうことについ

てはこれから先、広報なり等を広げまして

やっていきたいというふうに思いますけれ

ども、そういう流れの中で今後対応してま

いりたいというように思っておりますので、

御理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  地域は地域でいろいろやっておられます。

要は公共だから交付税とか措置を受けれる

わけなんです。一般の人は受けようと思っ

て受けれるわけじゃないので、やっぱりこ

れについては役所だからできる、役所だか

らお金も措置できる、役所間だから各戸特

定して郵送もできるということもあるので、

これはやっぱりうちの町としてはぜひぜひ

やってほしいので、これについては本当に

よろしくお願いいたしますとしか言いよう

がないので、お願いします。 

  それと、今現在のところが次新たに引っ

越してきはった方。それについての対応は

どうされるのか、お願いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  それはレッドゾーンのおうちに引っ越し

てこられた方という意味でおっしゃったと

いうことでよろしいんですね。戸別受信機

の基準はこうであるというようなことは折

に触れて広報する必要があるかなというふ

うに思っております。 

○議長（橋本謙司君） 
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  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  折に触れてというよりはやはり住民票持

ってきはったときに、こういうサービスが

あるからというふうにお伝えするようなこ

とぐらいはやっぱりしてあげたほうがいい

と思います。そうすると、やっぱり最初か

ら特定して役場の中にそういうものを持っ

ていかないけないし、当然どこのところに

この戸別受信機があるかというプロットし

たようなものも当然御用意されるかとは思

いますけれども、そのあたりは本当に新し

く引っ越してきた方は全くわからないので、

戸別受信機貸していただけるのであれば、

そのときにやっぱりお伝えするようにそれ

は僕はすべきやと思いますので、それもよ

ろしくお願いいたします。 

  それと、次に町ではたんぽぽメールとい

うことで、一般の方でもいろんな情報が受

けれるサービスがありますので、この間、

ときわ台の防災訓練に参加したんですけれ

ども、行政からも職員さん来てはったんで

すけど、何も語らずずっと見ていただけで

して、せっかくこういう機会にやっぱりた

んぽぽメール、この防災メールというのは

一般の人でもすぐとれるので、そんなこと

についてはやってほしい。また、とよのま

つりなんかたくさんの人が来るときにたん

ぽぽメールの周知、こういうことをぜひや

っていただいて、防災、これは防犯もいろ

いろ情報が入ってきますので、ぜひその辺

をやっていただきたいと思うんですけれど

も、どうぞ御回答お願いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  防災訓練でのたんぽぽメールのお知らせ

でございますけども、これにつきましては、

できたりできていなかったりしているとい

うふうに現場のほうからは聞いております。

防災訓練のとき以外でございますけども、

防災無線の説明会とか、防災のイベント等、

これについてはその都度周知はさせていた

だいているということでございましたので、

訓練においてもできたりできていなかった

りしているということですから、それは意

識をして今後訓練に参加していきたいと思

っておりますし、訓練に限らず、たんぽぽ

メール非常に有用だろうと思っております

ので、広く皆さんにお知らせをしていきた

いと思っております。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  ありがとうございます。 

  次は、まち・ひと・しごと創生総合戦略

のほうに移らせていただきます。 

  これは現在日本全体で急速な少子高齢化

などによって人口減少が問題となっている。

これで国がまち・ひと・しごと創生総合戦

略という法律をつくり、豊能町もこれに従

って豊能町まち・ひと・しごと総合戦略を

策定して、この目標を達成すべく調整を進

めておられると思いますけれども、まずは

この中で具体的な目標を掲げてやっておら

れます。要は、ＫＰＩということで数値を

示してやっておりますけれども、この達成

は非常に重要なことだというふうに思って、

町としては思われていると思いますので、

一応町長の御意見として、このＫＰＩの達

成は重要であるというふうに思われている

かどうかについて確認をいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  ＫＰＩでございますけども、ＫＰＩにつ
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きましては、重要業績評価指標というふう

なものをＫＰＩというふうに呼んでおりま

して、それぞれ目標値を設けているという

ものでございます。また、このＫＰＩの達

成、これは大事であろうというふうに思っ

ておりますけども、ＫＰＩの達成がイコー

ルそのまま総合戦略の目的の達成というこ

とにはならないというふうに思っておりま

して、ＫＰＩだけにとらわれて物事を進め

ていくということは、そのようにはならな

いようにやっていきたいと思っております。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  数値の目標を掲げて、これはやっぱり重

要だという認識はそれでよろしいですよね。

掲げたけどもそれは今のお話でしたら意識

していないというふうにうかがえたんです

けれども、これを達成するということにつ

いては努力されるということかどうかにつ

いては、それについて再度お答え願います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  当然ＫＰＩの達成のために取り組むわけ

でございますけども、先ほど申し上げたの

は、ＫＰＩを達成したから、それをもって

総合戦略の目的を達成したということには

ならないので、ＫＰＩだけにとらわれて取

り組むことはいたしませんということを申

し上げました。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  わかりました。そうしますと、ＫＰＩは

非常に大事だという認識だということでご

ざいます。 

  事前にいろいろヒアリングさせていただ

いた中で、そのＫＰＩが実現できていない

というようなことを聞きましたので、私と

してこういうことをやったらどうかという

提案をちょっとさせていただきたいと思う

ので、また回答をいただきたいと思います。 

  １点目、新しい地域の仕事づくりへの支

援ということで、地域の課題を解決するビ

ジネスの創造、起業に向けた支援というこ

とでございまして、目標値で創業、起業の

支援件数を５件ということでございまして、

これはなかなか達成できていないというふ

うにお伺いしたので、ちょっとこういうこ

とをしてみたらどうかなということで御提

案させていただきます。 

  １つは、中学校の給食です。中学校の給

食は、平成３１年３月までの期間がこれで

切れてしまいます。ただ一方で、小中学校

の統廃合とかの検討もされておりますけれ

ども、平成３１年までにはとても間に合わ

ない。そこで、やっぱり給食だけは何とか

手当してあげなあかんと思うんですけれど

も、この給食、これを何とか町内事業者に

デリバリーの弁当を提供してもらうように

してみたらどうかなと。例えば、東で１カ

所、西で１カ所、ここの設備投資の費用に

かかるものについて、例えば、創業支援事

業を出すということで、地域の問題も解決

しながら創業の件数もいけるということで、

かつ中学の給食は確か１年間で業者に、間

違っていたらごめんなさい、５,０００万円

ぐらい委託料としてお払いしてると思うん

ですけれども、このお金も地元に落ちてい

く。そこでまた地元での求人がふえるとい

うことですけれども、この考えについて、

採用というか、可能性があるかどうかにつ

いてお伺いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 
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○総務部長（内田 敬君） 

  非常に個別具体的な御提案でございまし

たので、教育委員会が答えるべきなのかも

わかりませんけども、地域づくりというこ

とで、創業の支援、起業の支援、これらも

豊能町やっているところでございまして、

今おっしゃったような業者が起業したいと

いうことになれば、当然起業の支援、我々

はやっていくわけでございまして、その折

に、学校給食にも取り組みたいというよう

なことでございましたら可能性はあろうか

というふうに思いますけども、今のところ

そういうような声はないので、検討はして

おりません。 

○議長（橋本謙司君） 

  暫時休憩いたします。 

（午後  時  分 休憩） 

（午後  時  分 再開） 

○議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  以前聞いたときには、これは前に給食業

務をやっていないとだめだということがま

ず大きなハードルやというふうに聞いてい

ます。衛生基準については、当然そこで食

物を使ってやってはるわけですから、一定

担保できると思います。それで。調べたん

ですけれども、実際米子市なんかでは弁当

事業ということで、必ずしも前に給食業を

やっていなくてもいいということで、例え

ば、これでしたら、１,０００食つくれるこ

とであるとか、もしくは、３０分以内に運

べるとかそんな基準でございます。また食

中毒とかがあったら大変やと。そのときに

企業が危なくなってしまうからという話も

あったんですけども、これをよく見てみま

すと、保険を掛けてくださいというふうに

なっているんです。ですから、一般の必ず

しも給食を業としているところだけじゃな

くても対応できるようなことになっており

ますので、ぜひともこういうことを参考に

していただいて、町内の事業者の育成、か

つ温かい給食を中学生に食べさせてあげた

いという思いから、そんなことについても

ぜひぜひ検討していただきたいと思います

ので、検討のほうよろしくお願いできます

でしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  学校給食、中学校のデリバリー方式につ

いて、町内で起業という話でございますけ

れども、教育委員会として答えさせていた

だきますけれども、教育委員会として中学

校に給食を提供するために町内で起業まで

お手伝いをするという気はございません。

町内でやっていただけるところで、手を挙

げていただくところがございましたら、次

回のときに手を挙げていただいてやってい

ただいたらいいのではないかと思います。 

  ただ、どこを採用するかにつきましては、

当然いろいろな手続に基づいて採用してい

きますので、必ずしも町内業者になるとは

限りません。その辺も含めて手を挙げてい

ただくところがあれば、別に拒むものでは

ございません。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  条件については必ずしも給食を過去にや

っていたというふうな、その辺の条件はと

っていただいて、ぜひとも町内業者でも入

れるようなことでちょっと考えていただけ

ればというふうに私は理解しましたので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 
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  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  今現在、学校統廃合、統廃合じゃない、

ごめんなさい、再配置につきましても、町

長のほうから今年度中に教育委員会の考え

を示せということを言われておりまして、

その中にはいつまでにどうするかというの

を含めて教育委員会の考えを示せというこ

とを言われております。前回の議会だった

と思いますけれども、豊能町として、一応

教育委員会として中学校給食はどうするの

かということで、その再配置のかげんもあ

るので、今現在のほうをそれまでは続けて

いきたいという御答弁もさせていただきま

した。そのような期限の中で、そのように

議員がおっしゃるような新規参入の業者さ

んがあるのであれば、当然手を挙げていた

だくのは結構でございます。ただし、それ

が採用されるとか、そういうことでは一切

ございませんので、そこのところは皆さん

同じスタートラインに立っての競争という

ことになりますので、そこをお約束できる

とか、そういうものでも一切ございません。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  またその条件とかについては個別に御相

談させていただきたいというふうに思って

おります。 

  次に、東地区で大きな問題である、国保

診療所の問題なんですけれども、これも内

科の診療時間、月水金の午前中だけという

ことでございます。例えば、これを開業医

をここの箱物を残して、開業医を公募する、

そういったことでこれは起業と言えるかど

うかあれですけれども、この問題は、やっ

ぱり町の問題を解決するために、開業医を

公募するようなことはできないかな。とい

うのは、この月水金来ていただいているお

医者さんも、もともと自分の仕事を持ちな

がら来ているわけですから、そのお医者さ

んにも非常に御負担をおかけいたしている

と思うので、例えば、大きく、広く開業医

を公募するようなことはできないかどうか

についてお伺いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  開業医を公募したらどうかということな

んですけども、今検討してございますのは、

確かに今、月水金ということで、午前中、

北大阪医療生活協同組合と、それから、池

田市民病院からお越しいただいております。

一方で、今検討しなきゃならないのが、包

括支援ですね、医療、介護、保険、それか

ら、福祉、これなんかも含めて豊能町の中

で包括的にしていかなきゃならないという

ことで、その中には、一つ大きな医療とい

うのがございまして、そこで言われていま

すのが拠点病院、これをしっかり確保する

べきですよということが言われているんで

すけれども、本町の場合は拠点病院がござ

いません。ですので、広域的に、例えば、

近隣の大きな病院、これを拠点にするとか、

いろんなことが考えられますが、今、北大

阪医療生活協同組合、これはまあまあ言い

ましたら、それなりの病院でございます、

それなりの規模の病院でございますので、

今優先順位としましては、やはりそれなり

の規模の病院と連携をさせていただいて、

国保診療所の安定的な受け入れ、安定的な

医療の確保、これのほうを優先させていた

だこうと思って今進めてございますので、

今御提案をいただいた開業医の公募につい

ては優先順位がまだ下のほうかなと思って
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おりますが、一つの御提案ということでお

聞きをさせていただけたらと思ってござい

ます。 

○議長（橋本謙司君） 

  この際暫時休憩いたします。 

（午後  時  分 休憩） 

（午後  時  分 再開） 

○議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  そうしましたら、次、（３）の豊能町、

その前に教育大綱、これについていきます。 

  現在、教育力日本一ということで、町長

がそういった形でスローガン掲げてやって

おられるというふうに聞いておりますけど

も、具体的にどのような考え方を指示して、

どのように達成しようとしているのかとい

うことについて、それをどういうふうに指

示されたかについて町長にお伺いいたしま

す。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  池田町長。 

○町長（池田勇夫君） 

  田中議員にお答えをさせていただきます。 

  教育力日本一ということでございますけ

れども、私が町長に就任をさせていただい

たときには、教育大綱ということで、これ

をやらなくてはならないということで、前

任者もその中で加わっておられたというふ

うにお聞きをしております。私がつけ加え

たのは日本一だけでございます。それ以外

のことにつきましてはほとんど前任者の思

惑どおりと申しますか、書かれておられた

とおりにやってきたというふうに私は理解

しております。日本一というのは、何を日

本一やねんという皆さんそれぞれ思いがご

ざいますけれども、皆さんそれぞれ何事に

おいても目標をかけなくては当然何も前へ

進まないというのが私の考えでございまし

て、日本一を掲げけたのは、私は当初大阪

府一と掲げていたんです。ところが、大阪

府一じゃあもう豊能町は教育全ての問題等

を踏まえて大阪府一やないかと。だから、

これはあかんなという流れから、やはりこ

れやったら大きく日本一、世界一といって

もいいんですけれども、日本一を掲げて、

これを目標にやっていこうという流れの中

で掲げたのが日本一ということで御理解を

いただければ結構かというふうに思います。

それ以外のことについては前任者でござい

ますので。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  それでしたら、私は、日本一とするので

あれば、児童生徒を社会に結びつける教育、

要はそういうのが大事なのかなと。要は、

生徒さんはいつかは社会人になるので、そ

ういった視点の教育力を日本一にするとい

うのがいいのではないかなと思っておりま

す。例えば、そんな中では、長所を伸ばす

とか、やる気を出させるとか、当然基礎的

な学力、読み書き、そろばんとか読み書き、

算数ですわね、そんなことができる、そん

なことで少なくともまず社会にちゃんと適

応できるような、そういった力を伸ばすと

いうことが大事なのかなというふうに思っ

ておりますんですけれども、この考えにつ

いては教育長、どう思われますか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えいたします。 

  社会へつなぐ教育のあり方というふうな



 3－56 

御質問だと思っております。基本的には別

にその辺については我々も当然子どもが成

長し、社会に巣立っていって、そして、そ

の社会の中で十分にその能力と力を発揮し

てくれることが我々としても十分大切なこ

とというふうに理解しております。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  そんな視点で見た場合に、例えば、これ

も通告にあるといえばあるんですけども、

５つの柱ごとに具体的に何をしようかとい

うことで、こちらも御提案させていただこ

うかなと思っているんですけれども、例え

ば、未来を切り開く豊かな心とたくましい

体を育む教育力日本一の推進で、子どもた

ちにも目標を持たせるということがやっぱ

り大事なのかなと。目標というのは、これ

はアメリカのエール大学なんかで調査があ

って、卒業生を対象に、卒業生のうち３％

が将来どうしたいか、どうなりたいかとい

う目標を明確に定めて紙に書き出していた。

その生徒と残りそういうことをしていなか

った生徒、この２０年後を見たら、卒業生

たちを追跡調査すると、３％の人の所得が

何と９７％の人の所得を上回るような、そ

ういった形になっていたということで、目

標設定というのは非常に大事だということ

でございまして、目標設定のために、自分

のゴールをイメージして、それを見えるよ

うにする、自分で自分の夢を、例えばこん

なことになりたいというのであれば、イメ

ージできるような写真を張りつけているよ

うな宝地図というのがありまして、これは

船橋市の南本町小学校の中でも採用されて

おるんですけれども、ぜひ子どもに小さい

ときから目標を持っていただいて、夢を実

現していただくようなことはこんなことを

やっていただけたらなと思いますが、いか

がでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えいたします。 

  今田中議員がおっしゃったようなそうい

う目標設定というのは当然この教育大綱に

も目標設定をしておりますので、個々はそ

れぞれ目標を設定をしていって、努力をす

るというのは大事なことだと思っています。

ただ、私どもとしては、町長のほうからこ

ういう教育大綱を示された段階におきまし

て、教育委員会としても十分議論をして、

これはどういうふうにしていこうかという

ことを今議論をしております。 

 まず１つ目の未来を切り開く豊かな心とた

くましい体を育むというのは具体的にじゃ

あ教育委員会としてはどうするのかという

ことを今ちょっと考えておりまして、１つ

は、道徳教育の充実を図る。これはまず第

一だというふうに思っております。それか

ら、体力の向上を図るということは、これ

は各学校今、体力向上アクションプランを

つくりまして、その努力をしております。

それから、小中一貫教育のあり方をぜひ研

究をして、子どもたち、豊能町としてのあ

りよう、教育のありようを研究してまいり

たいというふうに思っております。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  それで、２つ目といたしまして、確かな

学力の育成と推進ということについては、

ちょっと余り述べられていなかったのかな

と思ったんですけれども、これについて、

要は、先ほど申しました国語と算数、これ
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をみっちりとやる。国語というのは、常用

漢字というのはこれは中学まで習う漢字で

すけれども、これを習っていれば、当然、

いろんな新聞も雑誌も全部読めるようにな

るというようにまとまったものでございま

す。これをやっぱりできるようにする、し

ないというのはその子の将来にとって大き

く左右される。ですから、あとは算数なん

かもそうですし、こういった視点で西大和

学園なんかは小さなテストをつくって、小

さなテストでチェックしながらやっていく。

私立だけでなくて、大阪府下でも岬町の多

奈川小学校ってあるんですけれども、ここ

なんかでも基礎学力向上のためにパワーア

ップタイムというのを設けていて、朝８時

１５分から１０分間、漢字をやるとか、昼

休み後の１０分間、算数やるとか、こんな

ことをやっておられます。こういうことも

ぜひとも基礎学力、本当に社会に出たとき、

少なくともやっぱり読み書き、算数、これ

ができるというのは大事だと思いますし、

義務教育というのは親が義務を、通わせる

教育でもあるけれども、僕は、教育機関と

してやはりそういったことをきちっと学ば

せるということも義務教育の意味ではない

のかなと思いますので、こういう基礎学力

を学ばせるようなこと、まさに大阪府のこ

ういう公立の小学校なんかでもやっておら

れるので、こんなことも御検討いただけな

いかと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えいたします。 

  小中学校における基礎学力の定着を目指

そうという御質問だと思っております。本

町におきましても、先ほど御提示ありまし

た、始業前の算数とか、国語の学力向上を

目指すということ、私ども、一つは中学校

では読書の時間ということで、毎朝読書を

始業時前に１０分間静かな状況でやるとい

うことをやったり、あるいは、小学校では

先ほど議員が御指摘のような国語とか算数

のプリントをしたり、そういうこともやっ

たり、あるいは、読書をやるとかいうふう

なことで、始業時前のそういう努力は本町

でも同じようにやっております。私どもと

しましては、そういう個別の状況も大事だ

と思っておりますけれども、やはり総合的

な学力向上プランというのは今まで豊能町

では余り見かけなかったということで、私

としては今年度から平成２９年度を起点と

して３カ年にわたって学力向上プラン、総

合的なプランをつくりまして、各学校のほ

うに努力をしていただきたいということで

プランニングをしております。その中の少

し紹介させていただきますと、１は、やは

り先生方の授業力、指導力の向上、２つ目

には、全校的で組織的な学力向上の研究、

それから、新教育課程、あるいは、ＩＣＴ

の活用の研究をする。それから、子どもた

ちが学習習慣、学習規律の育成をいかにす

るか。これは保護者とともに努力をしてま

いりたいと。この大きな４つの目標を持ち

まして、危機感を持って学力向上に臨んで

いく、３年間頑張っていくという対応を今

考えております。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  わかりました。ありがとうございます。

ぜひ基礎学力を進めていただきたいと思い

ます。 

  それと、先ほど総合学習力の向上という

ふうにあったんですけども、今、保幼小中

一貫教育、５番目の望ましい教育環境の検
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討ということで、私も議員にならせていた

だいてから、２回教育委員会議、これ全部

出させていただいたんですけど、その中の

議論を見ておりますと、どうもこういった

ソフト的な話というよりは、一小一中にし

たときにのメリット、デメリットとか、２

小２中にしたときのメリット、デメリット

とか、現状のときのメリット、デメリット

とかということで、ハードありきでどうも

御議論されているように思えるんです。例

えば、本来は、学校の課題は何かというこ

とに対して、それを解決するためにどうい

うことをせなあかんのか、そのハードより

はどういう内容のことをするのか。例えば、

中一ギャップというのがあるのであれば、

今の６、３制から４、３、２制度にすると

か、５、４制にするとか、そんな話もあろ

うと思いますし、例えば、そういうことか

ら始めていって初めてハードが決まってい

く。ソフトを決めないままにハードを走る

と、後で手戻りが起こるというふうに思う

んです。 

  それと、もう一つ、やはりこれからもし

統廃合になるとなれば、当然通学が困難、

厳しく、通学しづらいようなデメリットも

出てくるお子さんなんかも出てくると思い

ます。でも、そんなときに、それをそのデ

メリットを余りあるようなメリット、こん

なことをやるから、例えば統廃合するよと

かというのがあれば、その子たちにとって

も非常に納得もしやすいと思います。です

ので、ぜひともソフト、まず決めていただ

いて、学校のハードを決めてほしい。 

  これはもう一つ理由がありまして、要は、

ハードを決めてから、ソフトが、いやこれ

がよかったと知っちゃうと、一旦新しいも

のをつくったのに、またやりかえないとあ

かんという話になるんです。そうなったら、

我々議員としても財政状況、豊能町厳しい

中、そういうお金というのは非常に認めづ

らいというのもあるので、ぜひともまずは

どういう教育をするのか、それをかちっと

決めてもらってからじゃあ、このためにこ

のハードが要るんやと。そういう検討を、

僕ちょっと２回聞いていて、それを思えて

仕方がないんですけど、ぜひともまずソフ

トを決める、課題解決されるためにこうい

う教育内容を決めるということからやって

いただきたいなと思うんですけど、いかが

でしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えいたします。 

  小中一貫のソフト面とハード面について

のことで、特にソフト面について重視をし

ながら進めていってもらいたいという御質

問だったと思います。私たちも同じ思いで

ございます。ソフト面を重視しながらハー

ド面を両面にわたってやるということを考

えております。議員が傍聴に来ていただい

たのは１０月、１１月だと記憶しておりま

す。９月の段階で、これまで答申とか、提

言をいただきました。その提言の中には、

ソフト面の重視をしてほしいということで、

まずやって、それから、ハード面というふ

うな順序立てが書いてあったというふうに

記憶をしております。我々もその点、平成

２６年度には教育委員さんがハード面もソ

フト面も十分議論しながらさせていただい

て、平成２７年度には、各小中学校の先生

方並びに保護者の方々、そして、地域の皆

さん方の代表が市議会をいただいて、検討

していただいて、その中にもソフト面と、

９月の段階でその提言を十分再度復習しな

がら、ソフト面の内容についてその９月の

教育委員会会議では十分議論してきたつも
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りでございます。そこでソフト面とハード

面、必ず今回、９月、１０月、１１月の教

育委員会会議では、ソフト面を議論して、

そして、ハード面も議論をしているという

ふうに認識をしておりますので、そのあた

りは十分私どもとしてはソフト面について

は決して軽視しているつもりではございま

せん。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  ソフト面重視でよろしくお願いします。 

  また、ちょっと最後に、ちょっと違うん

ですけど、今、まち・ひと・しごとの関連

なんですけど、これも通告はしていなかっ

たんですけども、伺うだけ、この１０月２

３日、１０月２９日に内閣府地方創生局が

説明会、まち・ひと・しごとの関係でＲＥ

ＳＡＳフォーラム、地方創生ステップアッ

プセミナーというのを開かれたんですけど、

これは豊能町として参加されましたでしょ

うか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  済みません。私存じておりません。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  ちょっと見受けなかったのでどうかなと

思ったので、ぜひ人をふやすために大事な

ことなので、こういうものはぜひ積極的に

参加してほしいと思います。 

  今の大きな流れを言いますと、なかなか

国のお金が厳しくなってきて、企業版のふ

るさと納税、これがどんどんメーンになっ

ていっているというようなことでございま

すので、ぜひともこれについても検討して

ほしいなと思っております。ですから、こ

れも企業版ふるさと納税、例えば、これを

するに当たって、これは平成２８年度の受

け入れ枠の一番多い都市というのは実は茨

城県の境町、これは人口２万４,０００人の

町なんです。例えば、２位は夕張、３位は

前橋、４位がまた岩手県の軽米町とか、町

も一生懸命頑張っているので、これをぜひ

とも頑張ってほしい。そこで、とるポイン

トとしては、やっぱり首長は企業に対して

トップセールスをするとか、あと、制度の

ＰＲ担当を置いて関係部局と連携して企業

にＰＲするとか、創業者が町や県の出身者

とか、探してみるとか、そんなのもありま

したので、ぜひとも検討してほしいなと。 

  あとは、企業のメリットとしては、１,０

００万円以上寄附したら、紺綬褒章といっ

て、褒章が受けられるんです。こんなこと

もＰＲしながら、財政厳しい中でもぜひと

も取り組んでいただきたいなと思っており

ます。 

  この企業版ふるさと納税について、取り

組みは今後きっちりされるかどうかについ

てお伺いします。先ほどの答弁も含めて。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  思い出しました。うちの担当も行ってお

ります。現地で田中議員を見かけたという

報告を受けたので、思い出しました。 

  それから、ふるさと納税の企業版でござ

いますけども、これはまち・ひと・しごと

の創生事業が内閣府に認められますと、企

業の寄附を受けられるということで、今現

在やっているものについては内閣府に認め

られておりますので、本町も企業からの寄

附を受けることは可能ということでござい
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ます。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  ありがとうございます。 

  以上で私の一般質問を終わらせていただ

きます。 

○議長（橋本謙司君） 

  以上で一般質問を終わります。 

  ちょっとインターネットの中継の件だけ、

作業したらすぐにもう総括質疑に入ります

ので、よろしくお願いします。 

  しばし暫時休憩します。 

（午後  時  分 休憩） 

（午後  時  分 再開） 

○議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  日程第２「第５４号議案から第５９号議

案」までを議題といたします。 

  これに対する総括質疑を行います。 

  質疑内容は、それぞれ各常任委員会に付

託いたしますので、大綱のみをお願いいた

します。なお、御承知ではございますが、

「質疑は議題になっている事件に対して行

われるものでありますから、現に議題にな

っていなければなりません。また、議題に

関係のないことを聞くことはできない。」

このように規定されておりますので、その

点を十分に御配慮いただきますようお願い

申し上げます。 

  ですので、今から行う総括質疑について

は、お手元に配付しております付託表があ

ると思います。みずからが属している委員

会の質問についてはここではできませんの

で、その点については各常任委員会でして

いただくということを先ほど申し上げまし

たので、加えて御説明をしておきます。 

  それでは、第５４号議案から第５９号議

案までの６件に対する質疑を行います。よ

ろしくお願いします。 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  ６番永谷です。 

  ５８号議案、６ページですね、繰越明許

費、吉川消防分団詰所等移転新築事業でご

ざいます。 

  全協等で説明を受けたときに、設計業務

のおくれという答弁があったんですけれど

も、具体的な内容についてお伺いしたいと

思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  全協でも申し上げましたとおり、今おっ

しゃったままでございます。設計業務が２

カ月おくれまして、工事の着工がおくれる

ということでございます。工事につきまし

ては、この議会で繰越明許をお認めいただ

いた後に告示をし、年明けに改札というこ

とで、１月に契約という予定でございます。

設計につきましておくれた理由でございま

すけども、これは業者のほうの都合でござ

いまして、業者のほうが人材不足といいま

すか、作業がおくれたということでござい

ます。業者につきましては、やむを得ず工

期の延長を申し入れてまいりましたので認

めましたが、ペナルティーを課して、具体

的に申し上げますと、指名停止でございま

すけども、そういう処分を課した上で工期

の延長を認めたということでございます。

大変申しわけないことでございますけども、

年度を越えて工事をやりたいというふうに

思っておりますので、よろしくお願い申し

上げます。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 
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  よくわかりました。 

  あと、実際の施工にかかわる話ですが、

工程の話なんですけども、今後工期を設け

られてされますけれども、それについての

影響等は出ないということでよろしいでし

ょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  １月に着工ということになりましたら、

恐らく６月ぐらいに竣工ということになろ

うかというふうには想定をしておりまして、

本来でしたら３月中に竣工して、地元吉川

分団に渡したかったんですけれども、それ

はかなわないということでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  あと済みません、ちょっとつけ加えてお

きますが、質疑については３回までという

ことになっておりますので、よろしくお願

いします。 

  ほかございませんか。 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  ２番田中龍一です。 

  第５７号議案について質問させていただ

きます。 

  この指定管理、豊能町いきいき老人サー

ビスセンターの指定管理が決まったという

ことでございますけれども、以前、休館日

に確かふれあいカフェですか、ユニカフェ

ですか、カフェをやっておられたと思うん

ですけれども、それは引き続き続けていた

だけるのかどうかということについてお伺

いしたいのと、それと、もう一つは、選ば

れた基準、秀でている点が価格なのか、そ

れとも、サービスなのか、どういった点で

この選考理由がされたのかといったことを

お伺いしたいのと、もう一点が、この間の

質問の中でちょっと気になりましたのが、

社協は結局指定管理に関して辞退されて申

し込みがなかったというようなお話だった

と思うんですけれども、この間の質疑の中

でも、秋元議員の質疑の中でもシルバー人

材センターとかの話もありましたけども、

社協自身もやはり継続していくためにはき

っちりとやっぱり仕事をしていきながらや

っていかなければいけないと思うんですけ

ど、これはなぜやられなかったのか。また、

今後、どうされるというか、やっぱり積極

的に仕事をとっていかないと、しんどいと

思うんですけれども、そのあたり、町のほ

うから指導といったらあれですけれども、

していかないと、社協自身の経営状態とい

うのも余り仕事を受けないと厳しくなって

いくんじゃないかなと思いますので、その

あたりの町の指導とか、状況なんかお伺い

したいということで、この３点についてお

願いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  今の３点目については特に、現の案とは

関係ありませんので、それは申し上げまし

たけども、社協が受けへんかったまではえ

えけども、今後社協に対するあれは別にこ

の案とは関係ありませんから、そのあたり

はちょっと先ほども申し上げましたけど、

現に議案になっていることについての質疑

をお願いしたいと思います。それも含めて

の、もう社協の今後はええで。 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  ユニカフェといいますか、水曜日でした

か、確か月に１回か２回、なさっておられ

ます。これにつきましては、私ども承知し

てございますので、今調整中でございます。

ただ、社会福祉協議会が中心となってなさ
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っておられたものでございますので、原則

的にはまた違う場所を社会福祉協議会が見

つけてされるというのが大原則だと思って

ございます。 

  それから、選んだ理由につきましては、

価格ではございません。私ども町のほうか

ら毎年、例えば、例を出してあれなんです

けども、シートスのように何ぼか補助金を

出してということではございませんので、

独立採算でやっていただくというのが大原

則になってございますので、そこの法人さ

んのプロポーザルをさせていただいたとき

の御提案ということでございます。 

  それから、社協が辞退された理由という

ことでございますが、これについては、私

どもで答えるべきではないと思ってござい

ますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  ユニカフェですか、今ちょっと聞いて残

念だなと思ったのが、休館日をうまく活用

して、既存の施設で住民のコミュニティを

預かるという、非常にすばらしい事業だな

と思ったんですけれども、これはぜひとも

条件に加えられなかったのか、どうかわか

りませんが、何らかの形でこれが社協が続

けるのか、それとも、この指定管理のとこ

ろがやるのかですけれども、続けていただ

けるものなのかどうなのかということをお

伺いさせていただきます。 

○議長（橋本謙司君） 

  本来それも先ほど申し上げたように、説

明があったように、このデイサービスの事

業とは違うくて、社協の事業としてやって

いた。たまたまデイサービスとそのカフェ

がたまたま社協でやっていたからあれやけ

ども、本来それもこれとは関係はないと思

いますけど、答えてあげてください。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  今度の法人がポプラコーポレーションと

いうところで御提案をさせていただいてい

るところでございますが、そこがどのよう

に曜日を割り当てて、デイサービス、本来

業務のデイサービスをなさるかというとこ

ろがこれからのことでございますので、そ

の定休日を、定休日というか休館日を設け

るのか、設けないのかというところもござ

います。ですので、そこのところははっき

りしたことは申し上げられませんし、一義

的には、申しわけございませんが、社会福

祉協議会のなさっておられたことでござい

ますので、社会福祉協議会が手だてをする

ことと考えてございます。もちろん町のほ

うもインフラの中で御協力ができるところ

があればさせていただきたいと思ってござ

いますが、一義的には社協さんのことだと

考えてございます。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本謙司君） 

  質疑を終結いたします。 

  お諮りいたします。 

  第５４号議案から第５９号議案までは、

お手元に配付いたしております付託表のと

おり、それぞれの常任委員に付託の上、審

査することにいたしたいと思います。 

  これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（橋本謙司君） 

  異議なしと認めます。 

  よって、第５４号議案から第５９号議案

まではお手元に配付いたしております付託

表のとおり、それぞれの常任委員会に付託
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の上、審査することに決定いたしました。 

  以上をもって本日の日程は全て終了いた

しました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  次回は１２月１５日午後１時より会議を

開きます。 

  本日はお疲れさまでした。 

 

散会 午後２時５０分 
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本日の会議に付された事件は次のとおりである。 

一般質問 

第５４号議案 豊能町税条例改正の件 

第５５号議案 豊能町身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する 

       条例等改正等の件 

第５６号議案 豊能町水道事業給水条例改正の件 

第５７号議案 指定管理者の指定について 

第５８号議案 平成２９年度豊能町一般会計補正予算の件 

第５９号議案 平成２９年度豊能町介護保険特別会計事業勘定補正予算の 

       件 
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    以上、会議の次第を記し、これを証するためここに署名する。 

 

 

 

    平成  年  月  日署名 

 

 

 

      豊能町議会 議 長 

 

      署 名 議 員  ５番 

 

        同    ６番 

 

 


